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第137回 統計委員会 議事録 

 

 

１ 日 時 令和元年５月24日（金）９:00～12:35 

 

２ 場 所 総務省第二庁舎 ７階 大会議室 

 

３ 出席者 

【委   員】 

西村 淸彦（委員長）、北村 行伸（委員長代理）、川﨑 茂、清原 慶子、西郷 浩、 

関根 敏隆、永瀬 伸子、中村 洋一、野呂 順一、宮川 努 

【幹事等】 

  内閣府大臣官房総括審議官、総務省統計局長、総務省政策統括官（統計基準担当）、

財務省大臣官房総合政策課経済政策分析官、文部科学省総合教育政策局調査企画課長

補佐、厚生労働省政策統括官（総合政策、統計・情報政策、政策評価担当）、農林水

産省大臣官房統計部長、経済産業省大臣官房調査統計グループ長、国土交通省大臣官

房政策立案総括審議官 

【審議協力者】 

内閣府経済社会総合研究所長、内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官、総務省統

計局統計調査部長、日本銀行調査統計局参事役、東京都総務局統計部長 

【事務局（総務省）】 

横山大臣官房審議官、平野大臣官房審議官 

統計委員会担当室：櫻川室長、肥後次長、永島次長、阿南次長、上田次長、柴沼次長 

政策統括官（統計基準担当）：三宅政策統括官、北原統計企画管理官、 

澤村統計審査官 

 

４ 議 事 

（１）諮問第128号の答申「経済産業省生産動態統計調査の変更について」 

（２）部会の審議状況について 

（３）「産業連関表」の作成方法の変更通知について 

（４）毎月勤労統計調査について 

（５）医療の質の変化を反映した価格の把握手法に関する研究（中間報告）について 

 

５ 議事録 

○西村委員長 それでは、定刻となりましたので、ただ今から第137回統計委員会を開催い

たします。本日は、河井委員、嶋﨑委員、白波瀬委員が御欠席です。 

 それでは、議事に入る前に、本日の議事と用意されている資料について、事務局から簡

単に確認をお願いいたします。 
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○櫻川総務省統計委員会担当室長 では、お手元の資料について、議事の内容と併せて確

認させていただきます。 

 本日は、答申が１件、部会報告が２件、基幹統計の作成方法の通知が１件です。 

 まず、「諮問第128号の答申「経済産業省生産動態統計調査の変更について」」が資料１、

「部会の審議状況について」のうち「点検検証部会審議状況について（報告）」が資料２、

「「産業連関表」の作成方法の変更通知について」が資料３、「毎月勤労統計調査について」

が資料４、「医療の質の変化を反映した価格の把握手法に関する研究（中間報告）について」

が資料５です。 

 議事と資料の確認は以上です。 

○西村委員長 ただ今事務局から御説明がありましたとおり、本日は、通例の答申、部会

報告及び基幹統計の作成方法の通知のほか、毎月勤労統計調査の事案、医療の「質」の変

化を反映した価格の把握手法に関する研究に関する説明があります。本日は、このような

議事にしたいと思います。 

○櫻川総務省統計委員会担当室長 カメラ撮りはここまでといたします。 

○西村委員長 それでは、最初の議事に入ります。諮問第128号の答申「経済産業省生産動

態統計調査の変更について」の答申案についてです。本日は河井部会長が御欠席のため、

西郷部会長代理から御説明をお願いいたします。 

○西郷委員 それでは、河井部会長に代わりまして私から報告をさせていただきます。内

容は、産業統計部会で審議いたしました経済産業省生産動態統計調査の変更の答申案につ

いて、になります。本調査の変更につきましては、３月の統計委員会に諮問されまして、

合計で２回の部会審議を経て答申案をまとめるに至りました。そのまとまった答申案が、

本日の資料の番号で言うと資料１－１になります。５月16日に開催いたしました第２回の

部会の審議内容を含めて簡単に報告をさせていただきます。お時間は多分15分ぐらいいた

だくことになると思います。 

 なお、第２回の部会の内容についてはまだ文書化がされておりません。第１回の部会に

ついては資料１－２を御参照いただければと思います。 

 それでは、答申案、資料１－１の説明に入ります。 

 まず、全体の構成ですけれども、この答申案も通常のフォーマットどおりとなっており

ます。１ページに戻りますけれども、「１ 本調査計画の変更」というのがございまして、

３ページ目に前回答申時における「今後の課題」への対応状況が記されております。３ペ

ージ目のおしまいの方に、特に国民経済計算体系的整備部会との連携を図らなければいけ

ないということから、３番目にそのことが記載してありまして、最後の４ページ目のおし

まいの方から「今後の課題」が記載してあります。そのような４部構成になっております。 

 まず、最初から説明してまいります。１ページ目に戻っていただいて、「１ 本調査計画

の変更」の「（１）承認の適否」です。ここは結論が記載してあるわけですけれども、全体

の結論としては変更を承認して差し支えない、としております。具体的になぜそのような

結論に至ったのかということが「（２）理由等」というところに記載してあります。 

 今回の変更で大きな要件であったのは、現状で経済産業省生産動態統計調査の調査系統
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が調査員調査と郵送・オンライン調査が大まかに言って半々ぐらいで混じっている状況で

すけれども、これを令和２年４月調査から全ての月報、月報というのは月次の個々の調査

票のことですが、月報の調査方法を調査員調査から郵送・オンライン調査に変更する。そ

れとともに、都道府県を経由せずに民間事業者を統一的に活用するという、結構大きな変

更になっております。これにつきましては、前回答申で指摘された取組を適切に実施して、

平成29年９月調査以降、先行的に46種類の月報において既に民間事業者を活用した郵送・

オンライン調査が導入されております。その経験を経て、回収率の低下が特に生じていな

い、その結果、結果精度も従来どおり保たれていることが確認できたということ。それか

ら、今回の変更においても、これまでと同様の措置を講じて、結果精度の確保に努めるこ

とが確認されましたので、その結果、この点の変更に関してはおおむね適当と整理をして

おります。 

 ただし、今回の変更によりまして、都道府県が実査から全部外れ、都道府県を経由しな

いということになりますので、その点について調査実施上の留意点が記されています。具

体的には両方とも１ページの下の方に記載してありますけれども、①これまで都道府県に

おいて蓄積してきた調査対象事業所の特性等のノウハウの提供を受け、それを基に民間事

業者に対し、適切な指導・管理を行うこと。それから、②都道府県における本調査結果の

利用や動向分析等に支障がないよう、都道府県に対して適切に情報提供を行うこと、とい

うのを答申では指摘しております。 

 今度は答申案を１枚めくっていただきまして、２ページ目の上の方になります。今回の

変更によって調査結果に影響が及ぶ。一応、部会では大きな影響はないだろうと予想はし

たわけですけれども、実際に事後的なチェックも大切であるということから、調査結果へ

の事後的な影響分析を行って、その結果を委託業務内容等の改善に活用するとともに、分

析結果を統計委員会に対しても事後的に報告していただくことを指摘しております。 

 次に、同じ２ページ目の「イ 提出先、提出期日及び提出部数の変更」について説明を

いたします。今回の変更では、全ての月報に民間事業者を活用することになっていますの

で、調査票の提出先を経済産業省に一本化するとともに、提出期日及び部数を変更する予

定です。この提出期日に関しましては、現在、10日と15日と２とおりが混在しているので

すけれども、民間事業者に全面的に委託する場合に、そのような混在は、実務上実行する

のが難しいことから、遅い方の15日に統一する案が出されました。これに関しましては、

どうせ変更するのであれば早い方、10日に合わせることも一案なのではないかということ

で、２回目の部会に宿題として引き継ぐような形で審議を慎重にいたしました。結果的に

は、現状15日締めで回収しているところ、10日時点での提出は大体３割くらいということ

なので、そのような状況で提出期限を前倒しするのは、かなり厳しいのではないかという

ことと、あともう一つ、15日に合わせると、調査結果の公表に悪影響が及ぶ可能性がある

のではないかという懸念もあったのです。それに関しても現行で先行して民間事業者でや

っていただいている調査は全部15日締めになっているのですけれども、そちらは遅滞なく

結果の公表が行われていることから、全体的な判断から15日締めで問題なかろうというこ

とから適当と整理をいたしました。 
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 なお、審議の中では、政府統計全体についてオンライン調査の進展等により公表の更な

る早期化に努めることを努力目標にすべきとの御意見がありましたので、それについても

紹介させていただきます。 

 続きまして、同じ２ページの「ウ 報告者数の変更」について審議をいたしました。本

調査では、経済産業省が定め、従前、統計委員会でも審議をしていただいております統一

基準、どのような品目を経済産業省生産動態統計調査として調査すべきかという統一基準

が定められているのですけれども、それに基づいて調査対象品目を選定し、その品目を生

産する一定規模以上の事業所の全数を報告者とする、としております。 

 今回の変更は、その統一基準に照らして、直近の工業統計調査の事業所名簿等から本調

査の報告者を改めて選定した結果、資料１－１の２ページ目にあります表２のとおり、全

体的に14,000の事業所に、約3,000減るということです。これにつきましては、経済実態を

反映して調査計画の適正化を図った結果ですので、おおむね適当という整理をしておりま

す。 

 ただし、本調査の調査計画にはいつの時点の母集団情報に基づいて、どのように報告者

数が算出されているのかが現状では明記されておりません。このため、調査計画にもそれ

らの内容を追記することにして、点検検証部会での審議状況も踏まえて検討する必要があ

るということを答申では指摘しております。 

 今度は３ページ目の上ですけれども、これも結構重要なところで、名簿に関してです。

３ページ目の上の方に、本調査は製造事業所を対象としている工業統計調査を主たる母集

団情報としておりますけれども、今後、工業統計調査と企業を対象とする、新しく始まる

経済構造実態調査との関係等、経済統計ないしは産業統計自体が名簿の作り方を含めてど

んどん変化している状況です。ですので、今後の課題として、将来的な名簿整備の方法に

ついて経済統計の見直しの状況を踏まえて検討する必要があるということが３ページ目の

上のところで指摘されております。 

 なお、今は名簿の話ですけれども、今後は名簿の整備に限らず、経済統計の見直しに際

しましては、本調査とほかの統計調査との関係にも留意して検討する必要があるのではな

いかと考えております。この調査だけの課題というわけではないのですけれども、今回の

答申案には特に盛り込んでおりませんが、経済産業省生産動態統計調査に限らず、産業統

計ないしは経済統計をどのように今後組み立てていくべきなのか、考えていかなければい

けない課題だと思っていると、河井部会長はおっしゃっていました。 

 それでは、先に進ませていただきます。今度は３ページの中ほどにあります「２ 統計

委員会諮問第98号の答申（平成29年１月27日付け統計委第３号）における「今後の課題」

への対応状況について」です。これに関しましては、先ほど説明した民間事業者の活用に

関する影響分析等を求めておりましたけれども、説明しましたとおり、特段の支障は生じ

ていない状況が確認されました。このため、おおむね適当と整理したのですけれども、先

ほど御説明しましたように、今回の変更による調査結果への影響分析と実施の結果を委託

業者の内容等の改善に活用するとともに、統計委員会で報告していただくことになってお

ります。 
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 続きまして、今度は３ページ目の一番下になります「３ 国民経済計算体系的整備部会

における検討を踏まえた対応について」です。この点につきましては、４月12日の第１回

部会の時点では、内閣府と経済産業省との整理が完了しておりませんでしたので、５月16

日の第２回部会で決着いたしました。このため、第２回部会では国民経済計算体系的整備

部会の宮川部会長にもお越しいただいているので、宮川部会長を中心に府省の整理結果の

御報告をしていただいた上で、本調査における新たな品目の追加の必要性を審議いたしま

した。その結論が４ページの真ん中辺にある、枠囲みしていない①と②です。 

 まずは、①です。経済産業省生産動態統計調査は品目が中心のものなので、具体的な話

になるとどうしても細かい話にならざるを得ないのですけれども、この①というのは現在、

本調査の調査対象品目とはなっていないパチンコ・スロットマシンについては、内閣府の

方で是非必要ということになっているのですが、順番としては、まず内閣府において推計

が可能であるかどうかを検討・検証いただいて、それが推計不可能である、困難であるこ

とが判明した場合には、こちらの経済産業省生産動態統計調査で調査対象品目に追加する

かどうかということを、実査可能性を踏まえた上で可能な限り早期に結論を得るという形

になっております。 

 また、２番目に、これは内閣府で必要な品目の区切り方と経済産業省生産動態統計調査

での品目の区切り方がずれているものですけれども、そもそも工業統計調査の結果と経済

産業省生産動態統計調査の結果とでずれが生じているものが、半導体製造装置のうちウェ

ーハプロセス用処理装置、それから、建設・鉱山機械のうち、建設用クレーンという、本

当に細かい品目の名前になりますが、そこについては工業統計調査と経済産業省生産動態

統計調査との間でずれが生じている。このままでは内閣府で利用できないということなの

で、その原因を究明して必要な改善策を講じることが②に記載してあります。 

 このうち、パチンコ・スロットマシンについては、出荷額に関しては8,000億円以上とい

うことですので、先ほど少し触れました、経済産業省生産動態統計調査で定めている統一

基準からしても、結構大きな金額、十分、品目の対象としていい金額になります。ですの

で、統一基準を曲げて調査する形にはならないので、もし実査可能ということであれば、

十分検討していただけるということになります。 

 なお、本調査の対象品目として採用され、月次で生産動向を把握することとなれば、将

来的には鉱工業生産指数やＱＥでの活用も考えられますので、そのような説明や御意見が

あったということも紹介しておきたいと思います。 

 最後に、４ページ目の今回の答申に関する「４ 今後の課題」に関しては、その答申案

の中で対応して指摘した事項のうち、今回調査実施後に対応が必要となる課題である「（１）

民間事業者の全面的な活用による影響分析等」、「（２）将来的な母集団名簿の整備」、１ペ

ージめくっていただいて５ページになりますけれども、「（３）国民経済計算の精度向上に

向けた調査対象品目の追加等について」の３点を指摘しております。 

 以上が、答申についての説明になります。最後に、本調査では全面的な民間委託になり

ますので、移行後の調査が円滑に実施されて結果の活用が進むことを河井部会長も望んで

おられる、ということで部会の報告及び答申案の説明とさせていただきます。 
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 私からの説明は以上になります。 

○西村委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただ今の答申案の御説明について、御質問あるいは御意見はございますか。 

 清原委員、どうぞ。 

○清原委員 ありがとうございます。清原です。部会におかれましては、大変丁寧に御検

討いただいた上での御報告を大変重く受け止めております。特に１ページ目の最後、「調査

系統・方法の変更」については、「今後、都道府県を経由した調査員調査を廃止して、民間

事業者を活用した郵送・オンライン調査に変更する計画について、おおむね適当である」

としつつも、①②という御指摘があります。これは「経済産業省は」となっておりまして、

私は、これは大変重要な２つの御指摘であり、後に２ページで、提出先に都道府県知事が

なくなって経済産業大臣だけになるとのことです。しかしながら、実際に活用される主体

として、引き続き都道府県もありますし、幅広い利用者に使っていただく必要性もあると

思っておりますので、私は１点だけ表現が気になりました。それは、最後の「今後の課題」

の（１）です。「民間事業者の全面的な
．．．．

活用による影響分析等」とあるのです。この「全面

的な」という言葉を使うことへの懸念です。と言いますのは、経済産業省がしっかりと責

任を持った上で、実査について、月報のデータ収集及び集計等については民間の皆様がモ

デル的にやった際にも問題がなかったので、月報の範囲を広げることに私も賛成なのです

が、この「全面的な」という言葉を使った途端に、言葉の上だけですが、何か経済産業省、

国の責任が少し薄められる印象があるのは好ましくないと思います。私としては一貫して

国の基幹統計というか、重要な統計としての責任は残るので、できれば「民間事業者の活

用による影響分析等」ぐらいの表現にしておいていただいて、引き続き、経済産業省の責

任と、とりわけ都道府県の声の反映、利用者の声の反映を通じて影響分析をすることによ

って、ほかの調査等へのいい意味での波及効果等も検証していただいたらいいと感じまし

た。 

 以上、意見でございまして、この答申の方向性については賛同いたしますけれども、今

回のいろいろな統計における国の責任の再確認の状況を踏まえて、少しでもその責任の所

在が明確になるという、１ページの最後の①②が言い切るような方向にしていただければ

と感じました。 

 以上です、ありがとうございます。 

○西村委員長 ありがとうございました。 

 はい、西郷委員。 

○西郷委員 御意見ありがとうございます。河井部会長がおられませんので相談をして、

ということになりますけれども、頂いた御意見に関しましては、この「全面的な」という

言葉で経済産業省が責任逃れをしているということは全くございませんので、それについ

ては私からそのようなことはないということを申し上げたいと思います。先ほど申しそび

れたのですけれども、私自身は、この経済産業省生産動態統計調査が民間事業者によって

全面的に実施されること自体、非常に感慨深いというと言葉がおかしいかもしれませんが、

15年ぐらい前には考えられないような大きな変化であると思います。むしろ、この全面的
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にという言葉は経済産業省の心配というか、自分たちの責任できちんとやっていけるのか

という責任の一端の表れなのではないかと、私は清原委員とは逆の読み方を「全面」とい

う言葉に感じ取っていたのです。確かに字面だけ読むとそのように読めないこともないと

感じます。その点に関しましては、河井部会長と相談をして、表現を事務局等とも相談さ

せていただきたいと思います。そのようなまとめ方でよろしいでしょうか。 

○西村委員長 はい、結構です。ほかにございますか。 

 それでは、取りまとめに移りたいと思います。経済産業省生産動態統計調査については、

今回、全面的な民間委託に移行する計画とのことで、調査が適切に実施されるよう準備を

することが重要ですので、よろしくお願いしたいと思います。 

 最後に１点、補足させていただきます。今後の課題において、内閣府の検討結果を踏ま

えてパチンコ・スロットマシンの実査可能性を検討する、と取りまとめられています。本

件は、昨年６月、私から国民経済計算体系的整備部会に取組の強化・加速を要望したもの

であります。今回、きちんとした成果に結び付けられたわけですし、国民経済計算体系的

整備部会、産業統計部会、内閣府や経済産業省などの関係府省の皆様の尽力に改めて感謝

したいと思います。その過程では、これも今後の課題として挙げられていますが、半導体

製造装置のウェーハプロセス用処理装置及び建設・鉱山機械の建設用クレーンについての

検討課題も整理することができました。これは細かいことですが、「神は細部に宿る」とい

うところがありますので、この辺のところは同じ省にあっても、それぞれの統計相互間で

必ずしもきちんとした連携がなされていないということの１つの証左にもなりますので、

このようなものに関してのセンシティビティ（sensitivity）を高めて、できるだけ整合的

にするという点で極めて重要だと思います。このような埋もれてきた課題を発見できたと

いう意味で、統計精度の向上につながる取組であります。別な視点となりますが、今回の

取組は、国民経済計算改善のために、内閣府だけではなく、主要な関係府省である経済産

業省が、経済産業省生産動態統計調査と工業統計調査との差異について個票レベルでの突

き合わせを行う、更には調査先企業に対してヒアリングを行うなど、多大な労力を割いて

検討に協力した、との報告を受けております。これは「言うは易し行うは難し」の典型で

ありますので、それを乗り越えたということは大変重要なことだと思っております。政府

が一丸となって国民経済計算の改善に取り組もうという際に、内閣府以外の関係省が多大

な労力を割くことは、各省の現場にとっては大変な負担となります。そうした難しい問題

に真正面から取り組んだ今回の経済産業省の事例は、一つの見本的な取組と言っても過言

ではないと思っています。以上のように、今回の一連の取組は非常に高く評価したいと思

います。 

 更に、今回の検討結果では、内閣府は第１次及び第２次年次推計の改善に向けて推計方

法の見直しで対応することになった品目も存在しています。この点については、次回の国

民経済計算体系的整備部会で審議されると思いますが、第１次年次推計の精度向上に向け

て、内閣府においてしっかりとした検討をお願いしたいと思っています。 

 本課題は、財に関してはその実現に向けた具体的な取組を進める必要があります。また、

サービスに関しては、これから検証を始める段階です。ある程度の見通しは出ているわけ
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ですが、まだまだ道半ばですので、部会及び関係府省の皆様は引き続きよろしくお願いし

ます。 

 それでは、答申案「経済産業省生産動態統計調査の変更について」お諮りいたします。

今、清原委員から幾つかの御意見がございましたので、その御意見を部会長に引き取って

いただき、文言その他をもう一度検討するということです。そこで、当該意見の内容に変

更があることを頭に入れ、それを条件付きにして、資料１、答申案の文書の一部を修正し

て本委員会の答申にしたいと思います。修正内容については、私と部会長に御一任いただ

けたらと思いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」の意見あり） 

○西村委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、そのようにさせていただきます。産業統計部会に所属されている委員の方々

におかれましては、部会での御審議、どうもありがとうございました。 

 それでは、次の議事に移ります。サービス統計・企業統計部会で審議されている諮問第

129号「商業動態統計調査の変更について」に関する審議状況について、西郷部会長から御

報告をお願いします。 

○西郷委員 それでは、報告させていただきます。先週、５月17日に商業動態統計調査に

関する第１回の部会を開催いたしました。開催日が近いため、まだ審議内容が文書化され

ておりませんので、私から口頭による報告となります。その点御了解いただければと思い

ます。今から報告するのですけれども、全体的な概要といいますか、私の概観から申し上

げますと、後から説明するように、かなり複雑な問題がたくさんあることが次々と明らか

になったのが第１回の部会の概要です。それについて資料なしで説明を聞いていただくと

いうのは大変なことだとは思うのですけれども、その点、御了解いただければと思います。 

 今回の商業動態統計調査の変更は、民間事業者を全面的に活用して、調査員調査から郵

送・オンライン調査に変更するという内容の調査方法の変更が第１点。「裾切り」と呼ばれ

ているもので調査対象範囲を狭め、調査対象事業所を従来の規模よりも小さくするという

ことが第２点。調査対象母集団名簿の変更を中心とする報告者の選定方法の見直しが第３

点で、この３つが部会での審議の主な項目となります。これらの変更は、一つ一つが非常

に大きな論点であるとともに、相互に関連していることが１回目の部会審議を進めていく

過程で徐々に明らかになってきて、例えば、当初、推計方法に関しては特に議論しないと

なっていたのですけれども、１回目の部会の最後では、推計方法まで含めて議論せざるを

得ないだろうという整理になっています。その点、私が調査全体あるいは部会の審議全体

を見通せていなかったために、今の時点で部会３回、予備を入れて４回の予定だったので

すけれども、予備まで突入することはほぼ明らかで、もしかすると予備の予備ぐらいまで

用意しなければいけない状況になっています。ですので、今日の報告も何かまとまったこ

とをお伝えするという形ではありませんので、どのようなところが問題点なのかを中心に

聞いていただければと思います。 

 第１回の部会では、今申し上げた３つの論点のうち、調査方法と調査対象の範囲の変更

を中心に議論いたしました。ただ、先ほど申しましたように、何か結論を得るというより
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は、このようなところが問題だから次の部会までにこのような資料を用意してくださいと

いうのが大体の流れとなっています。 

 まずは、調査方法の変更、第１番目の点です。民間事業者の活用から審議を始めました。

この商業動態統計調査は甲、乙、丙、丁という４種類調査があるのですけれども、先に丙

調査と丁調査において民間事業者を活用しております。この作業プロセスごとに委託事業

者への管理、指導等を丁寧に実施していることによって先行的に実施されている民間事業

者の調査について回収率等の影響が生じていないことを確認されて、具体的な取組の内容

や数値に基づいた報告がございました。また、今後の全面的な民間事業者への活用に際し

ても、これまでと同様の対応をするという御説明がありました。 

 これについて委員等から、民間事業者の活用自体に関する御指摘はなかったのですけれ

ども、民間事業者のノウハウの蓄積等を考慮すれば、現時点では単年契約となっているの

ですが、今後は複数年契約も可能にできるような検討をすべきではないのかといった御意

見がございました。 

 次に、調査員調査から郵送・オンライン調査への変更については、これまで商業動態統

計調査では、調査区を指定して調査員が当該調査区内の事業所を調査するエリア調査も並

行して行われていて、そのエリア調査によって新設の事業所を把握するというスタイルに

なっており、そのような形で名簿の更新が逐次行われるような体制になっておりました。

それが全面的に郵送・オンライン調査に移行することによって、エリア調査による新設の

事業所の把握が今後行われないことになるので、その影響評価が是非必要なのではないか

ということが指摘されております。これに関しましては、事前に定量的な評価が可能とな

るような資料が用意されておりませんでしたので、第２回部会で審議することとなりまし

た。 

 次に、先ほど挙げた３つの論点のうちの２つ目の点になるのですけれども、調査対象の

範囲の変更について審議をいたしました。この調査では、従業員数や売場面積の規模によ

って調査の区分や調査の事項が異なっているのですけれども、従業者数200人未満の卸売業

の事業者と丙調査及び丁調査の対象外となる小売業の事業者を対象とする乙調査。先ほど

４種類、甲、乙、丙、丁とありましたけれども、丙というのは百貨店で、丁がコンビニエ

ンスストアやドラッグストア、ホームセンターなど、業界団体の組織化が非常に進んでい

るような業態に対する調査なので、比較的大きな規模の調査が中心で、そちらで先行的に

民間事業者の活用が始まっていたわけです。今回の変更によって、それらが小規模な小売

業に対しても実施されるわけですけれども、そのことに加えて、今回の変更では調査対象

範囲が狭められる、すなわち、卸売業に関しては従業員10人以上しか調査しない。あるい

は、それ以外のところは卸売業の調査対象とはしない。小売業に関しましては従業員５人

以上の事業所を調査対象とする。逆の言い方をすれば、４人以下の従業員数の小売業とい

うのは調査対象とはしないということであります。それをもって「裾切り」と言っている

わけですけれども、その裾切りが導入される計画になっています。実施者からは、これま

での検討におけるシミュレーションの結果等が数量的に示されて、その変更による影響は

小さいとの説明がありました。これに対しましては、委員の方からいろいろな御意見がご
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ざいました。まずは産業分類ごとのシミュレーション結果、示された資料は何々業でこれ

ぐらいの影響という形の試算の結果が示されたのですけれども、卸売業全体でどれぐらい

の影響があるのか、小売業全体でどれぐらいの影響があるのかということも同時に検討す

べきなのではないか。頂いた資料からは計算すればできるのかもしれませんけれども、パ

ッとそれが分かるようにはなっていませんでしたので、その判断のための材料を次回提供

してほしい、となりました。 

 また、従業者以外に売上高等の指標を用いた裾切りの検討も必要なのではないか、どの

ような経緯から最終的に従業者数における裾切りが導入されたか、その検討の経緯を説明

してほしい、という御意見もございました。 

 また、出された資料、定量的に評価されていた資料が主に比率に基づくものだったので、

商業に関しては比率だけではなくて絶対額も重要なので、金額ベースでどれぐらいの影響

があるのかということも示せるような資料を次回用意してほしい、ということになりまし

た。 

 ほかにも色々出たのですけれども、もう一つだけ紹介しますと、そもそも裾切りを行う

必要があるのか。先ほども申しましたように、郵送調査などが導入されますので調査員調

査の負担は著しく軽減される。それであれば、むしろ裾切りを行わないでそのまま実施す

ることも十分検討に値するのではないか、という御意見がございました。 

 というわけで、いろいろな問題点が出てきたということです。このほか、例えば、まだ

この推計の審議に至ってないので、今後、きちんと話し合うことになるのですが、どうも

調査の対象範囲は狭めるのだけれども、推計だけは従来と同じように裾切り部分まで含め

た全体の金額を推計する設計を目指しているようなのです。ですので、捕捉範囲が狭まる

ことと、推計自体は裾切りしたところまで含めて行うことが、本当に辻褄が合うのかどう

かとか、そのような問題があり得るということが第１回の審議で徐々に明らかになってき

ましたので、今後、それらを含めまたきちんと検討していかなければいけないと思ってお

ります。 

 非常に取りとめのない報告になりますけれども、先にも申しましたように第１回目の審

議に関しては部会で話し合うべき論点がだんだんと明るみに出てきた状態です。２回目以

降の部会で１つずつ、恐らく更にほかの問題点なども出てくる可能性もありますので、そ

のようなものまで含めて議論していきたいと思っております。 

 次回は５月31日に第２回の部会が開催されまして、今、挙げた論点を中心に引き続き調

査計画の変更内容について審議を行っていく予定であります。 

 以上が、商業動態統計調査に関する審議の報告です。追加的ですけれども、サービス統

計・企業統計部会では、この商業動態統計調査と並行して港湾調査についても審議をする

ことになっていて、その審議はまだこれからですが、それに先立ちまして東京都に港湾調

査に関するヒアリングに参りました。それに関して簡単に報告をさせていただきます。４

月26日の統計委員会において港湾調査について諮問され、それを受けまして、５月９日に

東京都庁にお邪魔いたしまして、調査の実施状況についてヒアリングをしてまいりました。

東京都の御担当者から約１時間にわたって調査票の配布の仕方、回収の仕方、国土交通省
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への提出の仕方などの業務について丁寧に御説明をいただきました。そのようなヒアリン

グの設定をしていただいた東京都には、この場を借りて御礼を申し上げたいと思います。 

 本体の港湾調査につきましては、５月31日の部会で審議を行うことになっておりまして、

その場でヒアリングの結果も参考にしながら審議を進めてまいりたいと考えております。

商業動態統計調査、それから港湾調査のヒアリングに関する私からの報告は以上です。 

○西村委員長 ありがとうございました。ただ今の報告について何か御質問等ございます

か。 

 それでは、まだ途中、進行形ですけれども、今までの議論を取りまとめたいと思います。

今、御報告にありましたとおり、今回の変更事項のうち調査対象の範囲の見直し、裾切り

の導入についてが、おそらく最も大きな問題となり、かつ、それは調査方法とも絡んでい

るわけです。したがって、この部分をもっときちんと分析することがかなり重要になって

くるのだと思います。特にエリア調査での新設事業所の把握もできなくなることともまた

絡んできます。それから、きちんとした名簿で、きちんとした従業員数の数を正確に把握

できているのか、とも絡みますので、それらを含めて慎重な審議をお願いします。いろい

ろシミュレーションはされているようですが、それは全部分かっている世界の話でのシミ

ュレーションですから、そのシミュレーションと、部分的には情報は取れなくなっている

ときに、どのような影響があるかについては、相当慎重に内容を精査していただきたいと

思います。 

 また、港湾調査については、東京都へのヒアリング、本当にありがとうございました。

今後の部会審議に活かしていただければと思います。 

 引き続き、審議をよろしくお願いいたします。 

 それでは、次の議事に移ります。次の議事は、点検検証部会の部会報告です。本日は河

井部会長が御欠席のため、西郷部会長代理から御報告をお願いいたします。 

○西郷委員 それでは、河井部会長に代わりまして、点検検証部会の審議状況について、

報告をさせていただきます。今日の委員会での報告のメインテーマは、資料２「点検検証

部会の審議状況について」を説明させていただいた上で、特に統計委員会の委員の皆様か

ら点検検証部会に関して「今後何をすべきなのか」について広く御意見を賜るのが今回の

目的になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 第５回の点検検証部会が昨日行われたのですけれども、その場で第１次再発防止策の素

案がまとめられました。それが資料２の１ページ目に記載してあるものになります。それ

を御覧いただきながら私の説明をお聞きください。点検検証部会におきましては、基幹統

計及び一般統計調査の一斉点検結果について報告を受けて、影響度の評価を行うことを第

１の目標としました。それとともに、書面調査及びヒアリングによる各統計の作成プロセ

スの実態把握を詳細に行って、そこで明らかになった事実を踏まえて再発防止について審

議を行うことが２番目の目標でした。それら２つの目標の下に、昨日、第１次再発防止策

の素案を一旦整理することにいたしました。先ほど言いましたように、この整理した目的

はこの委員会でいろいろな御意見をいただくということですので、どうぞよろしくお願い

します。 
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 それでは、素案について説明をいたします。この素案を統計委員会の場で正式に諮るの

が、今日が最初になりますので、私、既にもうかなりのお時間をいただいておりますが、

ゆっくり目に説明させていただきたいと思います。 

 まず、全体の構成が、最初に前文がございまして、１ページめくっていただくと２ペー

ジ目に「Ⅰ 統計作成プロセスの適正化」という項目がございます。その次に７ページ目

に「Ⅱ 誤り発生時の対応」という項目が２番目の項目として立っております。３番目の

項目が８ページになりますけれど、「調査実施基盤の整備」。最後が「その他」ということ

で、11ページに項目がございます。大きな項目で言うと、この４つにまとめられておりま

す。それよりも前の１ページ目から２ページ目の半分ぐらいまでのところを前文と称しま

す。この前文において最初に今回の点検検証に至る経緯、それから、当部会における審議

方法について記述しております。それとともに、この素案のタイトルにもなっている「公

的統計の総合的品質管理を目指して」という、「総合的品質管理」がそもそも何なのかにつ

いても前文のところに記載してあります。前文はそのような導入部という役割です。もう

少し具体的に先ほどの４部構成の第１部のところに入らせていただきます。 

 ２ページ目の「Ⅰ 統計作成プロセスの適正化」について説明をいたします。この項目

は更に３つの細分化された項目に分かれておりまして、最初が「１．ＰＤＣＡによるガバ

ナンスの確立」を掲げております。毎月勤労統計調査の問題では、調査設計の骨格に当た

る標本設計について専門的な検証が行われないまま、担当係員の判断で透明性を欠く手続

によって変更が施されてしまった。加えて、幹部が必ずしもそのような変更に関心を持っ

ていたわけではない、無関心であったということから、その問題の発覚が遅れてしまって

事態を悪化させることになった。今回、実施した一斉点検では、毎月勤労統計調査のよう

に重大な事案はほかに見られなかったのですけれども、ほかの基幹統計及び一般統計調査

においても承認された調査計画どおりに作成されていないものが少なからず確認されまし

た。専門的な検証を経て策定された計画、それがために基幹統計であれば統計委員会に諮

る、となっているわけですけれども、その計画が軽視されていたという事実は見過ごすべ

きではないと考えております。 

 本部会が実施したヒアリングでも、多くの基幹統計において幹部職員の統計作成プロセ

スや事後検証への関与が不十分であることが改めて確認されております。このため、各府

省の統計幹事の下、調査実施後に調査計画の履行状況について点検・評価を行って、その

結果を踏まえてマニュアルの修正、調査結果の改定、利活用が低調な調査の中止や調査事

項の削減等の措置を講ずるというＰＤＣＡサイクルを回す仕組みを設けて、幹部職員の関

与を確保するとともに、調査計画と異なる調査が放置されないようにすることがうたわれ

ております。それが１の記載内容です。 

 次に「２．統計作成プロセスの適正化」を説明いたします。品質はプロセスで作り込む。

すなわち、外部からの評価も確かに重要ですけれども、統計というのは作成プロセスに品

質の向上を企てるような手段が内包されているべきである。そのことをもって品質はプロ

セスで作り込むと言っているわけですけれども、そのような発想の下で、企画、実査、審

査、集計といった統計作成プロセスの各段階においてＩＣＴ技術を活用してチェックを重
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層化するなどして、統計の品質向上を目指すこととしております。 

 長いものなのでかいつまんでの説明になりますけれども、４ページ目の③、チェックの

重層化という観点から調査担当から独立した分析的審査を実施することが望ましいと、結

構踏み込んでここは記載しています。毎月勤労統計調査の事案では、外部からの指摘が大

きな役割を果たして、結果的に不適切な調査の実施が発覚したということがございます。

このことから、調査手法の変更に伴う影響の分析が厚生労働省の内部で適切に実施されて

いれば、これ程大きな問題にはならなかっただろうということから、またそれが発覚を遅

らせた原因となっていると我々は理解しました。そこで、各府省に分析的な審査官を配置

して、調査担当とは異なる視点から分析的審査を実施することで数値の誤りや速やかな訂

正と原因分析が可能となると踏んでおります。 

 また、再発防止の検討の総括等も担当することで、調査の正確性を確保することを目指

すとしております。更に、政府全体での情報共有や困難な事案の分析に当たって、統計委

員会の指導の下で協力、連携して対応すること、その分析的な役割を果たす人のことです。 

 次が、３番ということで６ページになります。「３．統計の仕様・品質に関する情報開示

（「見える化」）等による外部検証可能性の確保」です。毎月勤労統計調査もそうだったの

ですけれども、今回の書面調査において統計の誤りが外部の指摘によって発見されたケー

スが２割近くあったことが分かっております。このため、利用者の利便性向上だけでなく、

誤りが発見されやすくなるという観点から、統計作成プロセスの透明化の向上を図ること

をここでうたっております。その透明性向上の措置としては、調査計画にこれまで記載さ

れていなかった母集団の推計の方法等を参考情報として記載すること、調査計画をインタ

ーネットで一元的に公表することを記述しております。 

 利活用促進については、調査票情報の２次利用を拡大するため、３年以内に原則すべて

の基幹統計及びニーズの高い一般統計の調査票情報をオンサイト施設で提供できるように

するといたしています。 

 以上が、「Ⅰ．統計作成プロセスの適正化」についての説明です。 

 続きまして、「Ⅱ 誤り発生時の対応」ということで、７ページになります。誤りが発生

した場合の対応策をあらかじめ定めておくことによって、発生時の影響を最小化するため

の措置を期待しております。ここを細かく分けると３つになりますけれども、最初が対応

ルールの作成に関して記述しております。ここでは誤りを発見した際に、統計結果の速や

かな公表、影響度に応じた対応、原因分析、再発防止の検討等を内容にした対応のルール

の策定を求めております。 

 ２番目で、その次のページになります。ここでは、「行政利用の事前把握」ということで

すけれども、どういうことかと言いますと、ＥＢＰＭ推進委員会を通じて、政府内におけ

る統計ごとの利活用状況を定期的に把握しておいて、基幹統計ですといろいろな統計で使

われていることがありますので、基幹統計だけでなく誤りがあった場合にそれが波及する

ような統計に対してはいち早くその誤りが伝わる、連絡されるようなルールを策定するこ

とにしております。これによりまして、誤り発見時に影響度を迅速・正確に把握すること

が可能となります。また、調査事項を変更する際にも連絡することにすれば、ユーザーの
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便宜も図れると考えられます。 

 今度は３番目で「調査関係データの保存」です。毎月勤労統計調査では過去に遡った再

集計が困難であることが発覚したわけですけれども、そうであったことを踏まえて推計乗

率等の補助情報を含めて必要なデータの保存のルールを整備して、定期的なフォローアッ

プを通じて再集計に必要なデータの保存を担保するということにしております。「Ⅱ 誤り

発生時の対応」についての説明は以上です。 

 次に、「Ⅲ 調査実施基盤の整備」について説明をいたします。ここも項目としては３つ

に分かれております。 

 まず、「１．体制の確保」が８ページから９ページにかけて説明がしています。ここでは、

体制の整備、人材育成について記載をしております。体制整備としては、先ほど説明した

ＰＤＣＡや分析的審査の担当者を速やかに整備することを求めております。また、都道府

県の専任職員の体制確保にも言及をしております。 

 人材育成に関しましては、統計業務経験者による統計作成、計画的な研修の受講、統計

幹事やそれを支える体制等について記載をしております。 

 今度は10ページの「２．情報システムの適正化」について説明をいたします。ここでは

毎月勤労統計調査等のケースで見られたように、改修などに対応できるものは限られてい

て、業務仕様を明記した資料が不十分であるなど、言ってみれば「ブラックボックス化」

しているシステムが一部に存在することが分かりました。このようなシステムについて仕

様書等、性急に整備するとともに、容易に改修ができるようなシステムへ計画的に移行す

るように検討を求めております。 

 同じページの「３．政府全体の統計ガバナンスの確立」では、総務省による関与・支援

として、各省のＰＤＣＡに加えて、総務省も自ら承認した調査計画の実施状況を点検する

こととしています。 

 また、統計の専門機関である統計局や統計センター等に相談窓口を設置して、人材派遣

や共同調査等によって各府省を支援することを求めております。 

 以上、「Ⅲ 調査実施基盤の整備」の説明となります。最後に11ページ、「Ⅳ．その他」

というところを御覧ください。「Ⅳ．その他」では、１年後のフォローアップや、一斉点検

で発見された調査計画どおり実施されていない案件の処理について記載をしております。 

 以上で、資料２に記載してあります「第１次再発防止策」の素案について説明をいたし

ました。この点検検証部会はどこから始めたらいいか分からないというところから始め、

再発防止策について取りまとめをするというところに至ったわけですけれども、当然、こ

れで完全というわけではございません。先ほども申しましたように、今日この再発防止策

をここで披露する目的というのは、これを披露することによって統計委員会のほかの点検

検証部会に出席なさっていない委員の皆様から御意見を伺うというのが主な目的ですので、

是非御意見いただきたいと思います。今後については、本日の統計委員会で皆様から御意

見をいただいて、その意見を踏まえて点検検証部会審議を続けて、６月、７月に第１次再

発防止策として取りまとめたいと考えております。 

 また、並行して、重点審議に入るほか、書面調査で一斉点検をしたわけですけれども、
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その中からこの統計調査に関しては重点的に審議すべきであるといったものが挙がってま

いりまして、そのテーマについては５つを対象とすることが決まっております。雑ぱくな

説明になりましたけれども、私からの報告は以上となります。 

○西村委員長 ありがとうございます。ただ今の報告について、何か御質問等ございます

か。重要な点ですので、しかもこの点検検証の部会として考えられることと、それから、

統計委員会としてそれを踏み台としてその上でまた考えなければいけないということがあ

ると思いますので、その点を含めて御意見をお願いしたいと思います。 

 永瀬委員、どうぞ。 

○永瀬委員 多岐にわたる視点をありがとうございました。このまとめの２ページの⑤で

必要な業務体制、「統計の品質の確保・改善は、精神論だけでは実現できない。高い専門知

識を有する人材・組織体制、その適切な運営・管理が必要である」というところですが、

これは正しく高い専門知識を有する人材の確保は極めて重要だと考えております。統計部

局には系統的な大学・大学院教育を受けた人材、すなわち統計理論、データ収集、そして

集計から統計分析までができるよう専門教育を受け、データ分析ができる人材が必要であ

ると考えます。統計業務に従事した経験年数のみでは不十分であって、こうした人材を計

画的に育成する視点も官庁は持つべきであると考えます。また、最新の手法で統計分析を

するために、若手研究者等を数年間職員として採用する記載があって、それはとてもよい

と思いますが、優秀な人材を集めるためには仕事内容も重要と考えます。現場経験が専門

性を高め、その後の当人のキャリアにつながるものであることが必要であります。 

 また、統計部局職員が学会と活発に交流することもＥＢＰＭの推進に望ましいと考えま

す。高い専門知識を有する人材の計画的育成をよろしくお願いしたいと考えます。 

○西村委員長 ありがとうございます。今の点は点検検証部会にある内容を更に大所高所

から見て、要するに人事を含めた、より大きなものを統計委員会として考えるべきである

と考えてよろしいですね。分かりました。 

 関根委員、どうぞ。 

○関根委員 詳細な御説明、どうもありがとうございました。私自身、政府部門ではあり

ませんが、統計メーカーの幹部でありますので、今回、御説明いただきました、この御報

告については、非常に重く受けとめたいといいますか、私自身も学ばせていただきたいと

思っております。そう申した上ですけれども、私からのコメントは、７ページ目の「Ⅱ 誤

り発生時の対応」についてです。こちらの御報告にもありますように、誤りを完全にシャ

ットアウトすることは不可能でありますので、それに対して私自身が統計メーカーの長と

して思っていることは、バッドニュースファーストの徹底ということです。こちらを拝見

しますと、あと先ほどの西郷委員の御説明の中にも速やかな公表とかいろいろ記載されて

いると思うのですが、その重要性については改めてこの場で強調させていただければと思

う次第です。 

 私からは以上です。 

○西村委員長 ありがとうございました。 

 清原委員、どうぞ。 



 －16－ 

○清原委員 ありがとうございます。清原です。河井部会長をはじめ、本当にこの間、丁

寧に検証していただきまして、本日、このような内容をまとめていただきましたことに心

から感謝を申し上げます。特に、今回の提案で、この全体の部会報告のタイトルが「公的

統計の総合的品質管理を目指して」と記載していただいたことが有意義です。もちろん、

点検検証部会の第一義的な役割は、この間の事案について丁寧に点検検証していただき、

括弧にありますように再発防止策を提案していただくことだと思うのですけれども、統計

委員会の点検検証部会ですから、その趣旨としてあくまでもこの事案を通して「公的統計

の総合的品質管理を目指す」と、このような理念でまとめていただいたことは大変重要な

意義があると統計委員会の一員として受けとめまして、大いに共感しているところでござ

います。 

 ２点目に、私は４月まで三鷹市長をしておりまして、自治体関係者として統計の取組に

ついては調査員の皆様や職員と取り組んでまいりました。特に自治体の視点では、実は市

長は災害対策本部長でもあったものですから、このような統計に関する重要な、深刻な危

機に直面した際に、それをどうやって対応していくかというときのキーワードに、「自助、

共助、公助」があげられます。「自ら助ける」、「共に助け合う」、そして、「公がしっかりと

責任を取る」というキーワードです。その観点から、この部会の報告を拝見いたしますと、

基本的には２ページの統計作成プロセスの適正化については、正に各府省が統計の取組に

ついていかに主体的、自主的に対応していくかが整理されております。更に、「Ⅱ 誤り発

生時の対応」につきましては、正に「危機管理マニュアル」と言いましょうか、危機は防

ぐことはできない、どうしても起こり得る。しかしながら、その中でしっかりと対応して

いくプロセスについておまとめいただきました。そして、８ページ目の「Ⅲ 調査実施基

盤の整備」のところの体制の確保というのは、正に「自助」、自ら府省が主体的に対応して

いく取組が整理されております。それとともに、10ページ以降の政府全体の統計ガバナン

スの確立の中では、③の「情報の共有支援」のところは、正に各府省の協力が重要であり、

各府省がそれぞれの情報収集、分析、共有を通じて取り組んでいくということ（「共助」）

です。そして、「公助」という点につきましては、④が、総務省が統計の専門機関として各

府省に対する支援を行っていく。更に、最後の「Ⅳ．その他」の本提言のフォローアップ

や、一斉点検結果を踏まえた個別統計の改善は統計委員会が、公助というか、公の責任と

して取り組んでいくべきものも整理されています。そういう意味で今回の報告書というの

は、第一義的に「公的統計の総合的品質管理を目指す」という、その目標・理念の下で各

府省の「自助」と、府省間連携による悪い事例ほど共有して再発防止をしていく「共助」

と、更には「公助」としての総務省及び統計委員会の責務が整理されているものとして受

けとめました。 

 さて、そこで、自治体との関係も極めて重要だと思っております。基礎自治体でありま

す市区町村、そして、もちろん、都道府県。この事柄についても、例えば、５ページの改

善策のところで、④として「民間事業者、地方公共団体等への適切な指示と履行確認」と

記載してあります。先ほど第１番目の経済産業省生産動態統計調査においても、民間等の

連携協力が不可欠であるという方向性が示されておりますように、各府省におかれては、



 －17－ 

もちろん、適切な指示と履行確認も必要ですけれども、この統計の質の向上に向けては単

なる指示をするという関係だけではなくて、「協働・連携」といったパートナーとしての取

組が信頼関係に基づいてなされることがより重要になっているのではないかと考えました。

今回は「第１次再発防止策」となっておりまして、必要だと思われる論点、視点について

は、こんな短期間にも関わらず、おまとめいただいたものとして受け止めております。こ

れを出発点として最後の「Ⅳ．その他」に統計委員会が定める対応方針ということも示唆

されておりますので、引き続きこの「第１次再発防止策」を起点として、よりよい第２次

（再発防止策）ができていくのではないかと感じました。いずれにしましても点検検証部

会の皆様の格別の御努力に心から感謝いたしますとともに、引き続き公的統計は公益のた

めに、すべての国民、市民のために使われるべきものであるからこその責任を、統計委員

会の一員として再確認し、今後も更なる総合的品質向上に向けて努力していきたいと思い

ました。本当にお取りまとめ、ありがとうございます。 

 以上です。 

○西村委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、野呂委員。 

○野呂委員 非常に多岐にわたる対応策を体系的におまとめいただきまして、全面的にこ

れを進めるべきだと思っております。その中で民間の目線から２点ほど感想を申し上げた

いのです。 

 １つは、５ページの一番下から６ページに「業務マニュアルの整備」というところがあ

りますが、もし私がこの担当者でしたら、たくさんある中で順番的にはこれを一番先にや

りたいという気がいたします。作業工程を標準的なマニュアルの下で整備することが大事

でして、外から点検する場合もまずマニュアルを見て、その担当部署がどのような仕事を

しているかが分かるようにすることが大事かと思います。そのような意味では、この６ペ

ージの改善策に書かれている「統一的なマニュアルを作成することは適当ではない」とい

うのがやや引っ掛かるのですけれども、むしろ標準的なマニュアルを作ることによって担

当者だけでなく第三者から見てもどのような業務をしているかが分かる、第三者による点

検が可能になるという意味で、マニュアルを作ることに少し主眼を置かれたらどうかと思

いました。もちろん、マニュアルどおり業務ができているかどうかは次の問題としてある

わけですけれども、まずはどのような仕事をやろうとしているかが第三者にも分かるよう

にすることがマニュアル作りかと、これは内部統制の話ですが、思いました。 

 ２つ目は、７ページ目の、外部からの疑義の照会でございます。これも非常に重要な点

かと思いました。これは企業においては顧客の声を聞くという、企業経営において正に最

も大事な点かと思いますけれども、この疑義の照会があった場合というのは、どちらかと

いえば受動的な声の聞き方でして、これは当然大事ですが、いろいろな声が幅広にあり過

ぎてやや絞りにくい点もあります。受動的な声を聞くことに加えて、能動的にお客様の、

あるいはユーザーの声を聞きに行くことも必要ではないかと思います。民間ではモニター

制度とよく言われますけれども、それぞれの統計のヘビーユーザーに何人かモニターにな

ってもらい、定期的にメールでもいいのですけれども、率直な意見を聞くことによって、
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どうもこの辺がおかしいということを早い段階で、しかも軽微な段階で疑義といかないま

でも疑問のようなところを拾えるのではないかという気がします。受動的な疑義の照会に

加えて能動的に聞きに行くような体制も１つ対策になるのかと思いました。 

 以上、２点でございます。 

○西村委員長 ありがとうございます。 

 宮川委員、どうぞ。 

○宮川委員 どうもありがとうございます。点検検証部会の方々、本当に御尽力いただい

て、第１次の御報告とはいえ、きっちりとしたものをまとめていただいたので、基本的な

方向性としては賛成です。ただ、先ほど野呂委員がおっしゃったように、私も標準化とい

うところは、むしろ今後推進していくべき対策ではないかと思っております。というのも、

あまりにも日本の統計システムは分権化というところが強く出過ぎています。もちろん、

分権化も各府省の政策遂行のためには必要なわけですが、統計というのは１つの共通の理

解に基づいて作られているわけですから、その部分の標準化は進めていくべきではないか。

例えば、公表方法の標準化も１つあるのではないか。つまり、私は経済誌で今回のことで

企業に関する統計を、横串を入れるように各府省の統計を見せていただいたのですけれど

も、表示の仕方がばらばらで、カバレッジだとか、そのような部分がいろいろ違っている

という点があります。こうした部分は利用者側から見れば、共通の表示の仕方、共通項を

よりきちんと定めて表示すべきだと思います。こうしたことを通じて各府省に共通な統計

に必要な指標の理解が広まるのだろうと思います。同じく、今回の問題が起きた原因の１

つがプログラムによるミスだと思いますが、このようなプログラムについても共通化、標

準化が推進されるべきだと思います。そうすることによって、元々統計担当の人員が少な

いわけですから、それを分権化のままで各府省独自のやり方をやっていたのでは共通の理

解も生まれません。例えば、我々がこの統計委員会で議論をしている、ローテーションサ

ンプルだとか、復元の仕方は、特に各府省によって違うというものではないわけですから、

共通のシステムなりプログラムなりというのをある程度用意できて、それを各府省がそれ

ぞれの統計に利用できるようなシステムにしておけば、より統計の改訂も速やかに進みま

すし、それに統計に携わる人の共通の理解も政府内に広まるのではないかと思いました。

このような標準化、共通化の部分をもう少し対策として考えられるのではないかと思って

おります。 

 以上です。 

○西村委員長 ありがとうございます。 

 中村委員、お願いいたします。 

○中村委員 ただ今の宮川委員の分権化ということと関連になりますけれども、例えば、

９ページにある職員の育成問題。下から２つ目のポツの後半にある「所管統計が少なく、

統計幹事に統計に関する十分な知見を有する者を配置することが難しい府省は」というく

だりですけれども、その場合には「幹事をサポートできる体制を整備する」という、この

辺り、ただ実態はそういう幹事を任命することが難しいところがあるわけですから、それ

をサポートする体制を整備するというのは具体的には非常に難しいのではないかという気
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がします。つまり、分権化を前提とした場合には、私としては統計を専門としている統計

局あるいは統計センターと、必ずしも統計を大規模には取り扱っていない部署との連携が

必要なのではないかという気がします。 

 それと、その次のページの「都道府県の体制」については、今日の議論でも民間の活用

ということで、だんだんシフトしていくのでしょうけれども、それによって都道府県の実

査からは外れるということになりますと、これまで非常に統計職員の数が減っている都道

府県において、ますますそういう傾向が進んでしまうのではないかという危惧を持ってい

ます。 

 以上であります。 

○西村委員長 ありがとうございます。 

 北村委員、どうぞ。 

○北村委員長代理 私からは、これは点検検証部会なので、既存の調査方法についてそれ

ぞれどのようなプロセスで対応するとか、誤りが発生したらどうするという、それはそれ

ぞれの統計でやり方も違いますし、それを見ていくことは大切なのですけれども、統計委

員会として考えれば、宮川委員もおっしゃったように、多分、共通しているものがあって、

このような問題が出てくる背景にあるものというのは、例えば、調査員調査が難しいとか、

回収率がなかなか上がらないとか、公表の早期化が図られてあまり時間的余裕がないとか、

いろいろなことが重なってエラーが出たり、プログラムミスが出たりすることはあるので、

それは共通している部分が多いと思うので、そのようなものについては情報をシェアする

というか、統計委員会として、全体としてどのように対応するのかという役割はあると思

います。誤りが発生して疑義の参照があった場合でも、明らかにこれは間違いであるとい

うことが担当の部署で気が付いて納得できるものであれば問題ないのですけれども、それ

がどのように判断していいのか分からないとか、それが間違いなのかどうかも分からない

ような場合には統計委員会で判断するとか、いろいろな形で統計委員会が様々な問題が出

た時に関与するやり方もあると思うのです。そのようなことももう少し、これは多分、こ

の報告書のレベルで記載することなのか、次の段階で記載することなのか、分かりません

けれども、統計委員会がどのように関われるかはもう少し議論できるかと思います。 

○西村委員長 はい、分かりました。 

 それでは、川﨑委員。 

○川﨑委員 ありがとうございます。私、点検検証部会の審議に関わった者の１人として

感想など申し上げたいと思います。これまで各委員からいろいろな貴重な御意見をいただ

き、本当にありがたく思っております。今後、この部会報告素案が統計委員会としての報

告になっていくということですので、統計委員会としてのお立場でまとめていただく上で

のインプットとしてコメントを少し申し上げたいと思います。また、私どもの部会として

今後の審議に更にどのように活かしていきたいかという観点からのコメントを申し上げた

いと思います。 

 最初に幾つかいただいた御意見の中でも、たくさんいただいたのでなかなか一つ一つ感

想を申し上げるわけにいかないのですけれども、幾つか重要なことについて申し上げてみ
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たいと思います。１つは標準化とか共通化という観点があろうかと思います。これは私も

非常に大事だと思っておりまして、是非その辺は今後の審議の中でうまく取り上げていっ

たり、あるいは対策を作るところで視野に入れていけたらと思っております。ただ、その

標準化というのは、正直を言って非常に難しいところがあります。と言いますのは、各省

の統計はみんな違いますし、調査方法あるいは推計方法も全部違うので、それを汎用化し

たようなものを作っていくというのは相当、一段超えた能力を持ってやっていく必要が出

てまいります。それをだれがどう取り組むかというと、これも精神論だけではできないの

で、そのためにどのような体制で取り組んでいくか。どれだけリソースを使ってやってい

けばちょうどいいかというのは、なかなか難しい問題でもあろうかと思います。そのよう

な意味で実効性があるものをどうするかをまず、効果のあるところで進めていくことにな

ろうかと思います。その意味でも、例えば、マニュアルの完全な標準化はできないとして

も、テンプレート的なものを示して、まだ全然マニュアルの整備が進んでいないようなと

ころにはそのテンプレートをベースに、より効率的にマニュアルを作っていったらどうか

ということもあろうかと思います。それから、例えば、集計システムのようなものを標準

化できないかという議論がありますけれども、これもそれぞれの集計のやり方が違うとこ

ろもあるので、それらにどう対応するかというところもあるのかと思います。これまでで

すとデータ提供とか、あるいはオンライン調査といったところが共通のプラットフォーム

ができていることは事実です。ですから、そうった共通のプラットフォームをどう作るか

という観点から、今後のプロジェクト的なものでも考えていかないとうまくいかないので

はないかと思っております。 

 以上のことを考えますと、今日は統計委員会としての御意見がいろいろ出されたという

ことは、部会の方でややもすると個別の案件の点検にこれまでどうしても力を注いで、そ

の関係の報告となりますので、それを全体に統合するというのがなかなか難しいところが

あります。我々なりにも今回統合してまとめたのがこの部会報告にはなるのですけれども、

これをもう一段上のレベルから委員会としてまとめていただけたらと思います。 

 その上で申し上げたいのは、今、この報告の中では各府省の中でしっかりＰＤＣＡサイ

クルを回していることが基本になっているのですが、実はＰＤＣＡサイクルは少なくとも

２つのレベルがあると私は思っております。それは各府省の中で回すものと、それから、

それを超えて統計制度全体で回すものが多分あるのだと思うのです。そこの部分は今回の

点検検証部会に記載しておりませんので、是非その制度全体でもこのような統計間の整合

性とか、あるいは統計間での標準化や共通性という観点からの何か提言も記載していけた

ら、よりよいのではないかと思います。 

 私ばかり長くなって恐縮ですが、もう一点だけ。報告にいろいろなことを書き込みなが

らも、まだどう書こうかな、本当はまだあるのだけれどな、という気持ちがないではない

ということが２点ほどあるので、これは補足的に申し上げたいと思います。 

 １点は、横のつながりはどう説明するかということでして、素案の中では一つ一つの項

目は丁寧に記載してはあるのですが、結構横のつながりが大きいものが多いかと思います。

例えば、ユーザー向けの情報提供あるいはユーザーからのフィードバックを得ること。こ
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れが実はエラーの発生とも関係していて、それをまた改善につなげていくということで調

査の報告に反映するということですね。個々の案件は全部横につながっているところがあ

るので、その辺をいかにうまく理解いただけるように説明していくかは一つ、まだ考えな

ければいけないのではないかと思っております。これが１点です。 

 もう一点は、やや複雑な話ですが、エラーの原因の中に、結構、調査対象者に起因する

エラーがあるのです。これは調査対象者がうっかりしているからいけないということでは

なくて、調査対象者に正しく情報提供していただくために調査実施者側も更に意を尽くす

必要があるということかと思います。そのような意味で、エリアが全てその調査実施者だ

けのインサイトで起こっているのではなくて、インターフェイスの部分で起こっているこ

ともあるので、そのようなところをもっと工夫していくことを強調していく必要もあろう

かと思います。同時にデータ利用も国民とのつながりの中で、より連携のうまくいってい

ないところもあろうかと思います。その辺の改善も必要かと思います。 

 いろいろ申し上げましたが、この後、これを委員会報告としていただく場合には、この

ような個別の点検を超えた共通性の高い理念、スタンス、姿勢を織り込んでいただけたら

ありがたいと思って感想として申し上げました。 

 以上です。 

○西村委員長 ありがとうございました。 

 では、西郷委員。 

○西郷委員 御意見ありがとうございます。今日は、私はお話を伺うのを中心と思ってい

ましたので、特に私の意見は用意していないのですけれども、ただ、今伺った標準化とか

共通化に関しては、個別の話になると、例えば、世帯調査と事業所調査ではマニュアルは

絶対統一化するのは難しいというのは自明なことだと思います。おそらく宮川委員や野呂

委員がおっしゃっていた標準化とか共通化というのは、視点というか、今の川﨑委員のお

話からするともう少し高い目線からの共通化と伺えます。それであればできるのかと思い

ました。 

 ただ、その一方で、共通化が進んでいかないがために我が国の統計全体がなかなか先に

進まないという面は確かにあって、その最たるものが事業所の母集団名簿というと問題が

あるのかもしれませんけれども、分権型で進んできたがために我が国の統計が一歩先に進

めていないという面は確かにあると思います。そのようなところも点検検証の中で明らか

にできたらと思っております。 

 以上です。 

○西村委員長 ありがとうございました。欠席されている方もいらっしゃいますけれども、

それを含めて幾つかの重要な議論が出てきたと思います。今、非常に多岐にわたっている

のですけれども、かなりの部分は収束しつつあるところもありますので、それを含めて今

後検討していく形になります。いろいろお伺いしたことをこの場で私からまとめるという

ことは、まだ練れていないのと御欠席の方の分もありますので、それを含めて今後また部

会に対してフィードバックしていきたいと思います。 

 取りまとめということですが、ただ今の御報告の中で御説明がありました第１次再発防
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止策の素案や重点審議の対象については、今までの御議論から、基本的には統計委員会と

しても了承したと判断したいと思います。今後、本日の各委員の御意見も踏まえて、点検

検証部会において更に審議を深めていただくことにしたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。その際に、点検検証部会の自己完結的な議論の上にあったいろいろな議論はそこに

積み重なりますので、その点についても統計委員会として意見を出すということは、更に

ある種の前文のようなものをもう少し付け加えることが必要になってくるかもしれません。

そのような形で部会での審議をお願いしたいと思います。 

 それでは、今のような形で進めたいと思います。これからは私の若干の取りまとめにな

りますが、お話をさせていただきたいと思います。 

 毎月勤労統計調査の事案でも問題になりましたが、ガバナンスをどう確保していくかが、

最も重要なテーマだと思います。その意味でＰＤＣＡによるガバナンスの確立は今回の再

発防止の大きな目玉だと考えております。この点については更なる具体化を望みます。そ

れから、透明性を確保して、それによって外部の目を入れることも極めて大切なことで、

これが様々な効果が期待できると考えています。それから、統計作成のための体制を質と

量の両面において充実させることも忘れてはなりません。この点についても、府省の体制

と全体としての体制という２つが絡みますので、今回の場合はどちらかと言うと府省に対

する体制で部会報告の素案はできていますが、それを含めて全体としての体制も考えてい

かなければいけないというのは、本日の統計委員会の議論で出てきたことだと思います。

その他にも、この素案には大切な論点が盛り込まれています。本日御欠席の河井部会長を

はじめとして、部会メンバー各位におかれましては、今後の審議を通じて、ここに記載さ

れている事項を更にブラッシュアップして、実効性の高い再発防止策の案を作成していた

だきたいと思います。それから、重点審議の対象についても、統計委員会として了承いた

しましたので、６月以降に具体的な審議をお願いします。 

 それでは、次の議事に移ります。次の議事は「産業連関表」の作成方法の変更通知につ

いてです。総務省政策統括官室から御説明お願いします。 

○澤村総務省政策統括官（統計基準担当）付統計審査官 それでは、まずはお手元の資料

のうち、参考という資料がございますので、こちらを御覧いただけますでしょうか。今般、

統計法第26条第１項の規定に基づきまして、関係10府省庁の共同事業として作成されてお

り、基幹統計として指定もされております産業連関表につきまして、作成方法の変更に関

わる通知がありました。産業連関表につきましては御承知のとおり国民経済計算とも密接

な関係があり、統計委員会を中心に推進されているＳＵＴ体系への移行においても重要な

役割を担っております。このため、本日は通知の概要につきまして関係府省庁を代表して

総務省から変更ポイント等を資料３に基づいて紹介するものです。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○高田総務省政策統括官（統計基準担当）付管理官 総務省政策統括官室の産業連関表担

当です。産業連関表は先ほども御紹介がありましたように、総務省を含む10府省庁の共同

作業で行っていますが、本日は便宜上、総務省から説明させていたします。 

 産業連関表につきましては、委員の皆様方の御案内のとおり、おおむね５年ごとに策定
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いたしまして、今回説明させていただくのは平成27年を対象とした表です。現在も推計作

業を進めておりまして、来月６月の公表を予定していますが、公表に先立ちまして、その

作成方法を取りまとめ、統計法の規定に基づきまして通知したところです。今回の策定方

法につきましては、後で説明いたしますけれども、推計方法の改善等につきまして、昨年

の統計委員会、国民経済計算体系整備部会のＳＵＴタスクフォースでも御議論いただきま

した。座長をはじめ関係の委員の皆様方に改めて御礼申し上げますとともに、そのときの

報告も含めまして、本日10分ほどお時間をいただきまして、平成27年産業連関表の作成方

法の概要について報告いたします。 

 産業連関表の体系につきましては、先ほどもお話に出てまいりましたが、将来的には供

給・使用表体系への移行ということで、これも委員の皆様方の御指導をいただきながら進

めています。ただ、これはとても長期にわたるプロジェクトですので、今回作成する平成

27年表につきましては、まだ移行しているわけではありませんので、基本的な枠組みとし

ましては、これまで作成してまいりました産業連関表と大きく変わるわけではありません。

ただ、その中でもこれまで統計委員会で御指摘をいただきました点などについて改善を行

うところですので、本日はそのような、前回の産業連関表、23年表との変更点を中心に説

明いたします。 

 資料３を開いていただきまして１ページ目を御覧ください。作成方法の変更につきまし

ては、大きく分けて２種類で、１点目が部門分類や概念の見直しということと、２点目、

推計方法の見直しということの２つに分けてあります。１ページ目は「部門分類等の見直

し」です。ポイントとして①から④を掲げていますので、順に説明いたします。 

 ①が国民経済計算国際基準への対応ということで、研究開発の固定資本形成計上などを

行いました。 

 ②が保育所部門の分割です。 

 ③が基本計画で御指摘いただいた点の対応といたしまして、建築補修部門に係る改定な

どを実施。 

 ④はその他ということになりますが、規模が小さくなった部門の統合などを行っていま

す。 

 主な変更の概要につきましては次の２ページにまとめてありますので、そちらで説明い

たします。 

 １点目の保育所部門の新設につきましては、前回の平成23年表までは社会福祉の一部と

して金額が計上されていたものですけれども、子ども・子育て制度の拡充に係る状況を把

握するという政策的な要請もありまして、従前の社会福祉部門から分割して部門を１つ新

設いたしました。 

 ２点目の飲食サービス部門につきましては、23年表では１つの部門しかありませんので、

内容としてはその場で飲食をする「飲食店」と、「持ち帰り・配達飲食サービス」の２つが

合わさった形になっています。ただ、日本標準産業分類ではこの２つは分かれております

し、金額上も１つの部門としてはかなり大きいものがありました。また、以前はこの２つ

に分けることが基礎統計上なかなか難しかったという事情があったのですが、関係者の皆
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様の御努力をいただきまして、基礎統計上も分けて取っていただけるようになったことな

どによりまして、今回この部門を２つに分けて、「飲食店」と「持ち帰り・配達飲食サービ

ス」として部門を分割いたしました。 

 ３点目が、先ほど申し上げました基本計画関係です。建設補修ですけれども、建設補修

と一言で申しましても様々です。簡単なメンテナンスのようなものから大規模な改修のよ

うなものまであります。これは国民経済計算の国際基準ではこれを２つに分けることが求

められていまして、維持・補修については中間消費とする一方、機能向上や耐用年数の向

上に伴うような改修につきましては固定資本計上とすることにされています。23年表まで

は基礎統計でこの２種類に分けることができなかったために、全てを中間消費扱いにして

いましたけれども、建築物リフォーム・リニューアル調査で新たにこれを分割する情報を

取っていただけるようになったということで、本委員会での御示唆もいただきまして、今

回、推計に採り入れることといたしました。 

 ４点目の学校給食につきましては、統合分類の先を見直しということです。 

 これ以外に、先ほど④として申し上げました、規模が小さくなった部門の統合などを行

っています。 

 結果としての部門数などを３ページ目にまとめています。基本分類の500行×400列とい

う、おおむねのところは前回と同じですけれども、部門統合などのために数が若干減って

います。 

 部門の新旧対照を次の４ページから５ページまでに掲げています。部門の名称変更や先

ほどお話しいたしました部門の入り繰り等、若干ありますけれども、大きなところでは平

成23年表と同様となっています。このような部門の変更につきましては、今回、来月公表

する27年表公表の後、若干お時間をいただきまして、過去２回分の表の部門を組み替える

などの作業によりまして、部門の単位を合わせた接続産業連関表というものを推計公表す

ることを考えています。 

 ６ページ目が今回の変更の２番目の柱であります、「推計方法等の見直し」です。こちら

につきましては冒頭申し上げましたように、国民経済計算体系整備部会ＳＵＴタスクフォ

ースで御議論いただいたものが中心になります。ＳＵＴタスクフォースでは推計の改善方

法として、すぐにでも今回の表に採り入れることができるような短期的な課題から将来の

ＳＵＴ体系の移行などの長期的な課題まで様々な御議論をいただきました。その中でも、

医療、介護、福祉、建設、不動産といった分野では、今回の27年表で改善を行うというこ

とで御議論いただいたものがございます。これが６ページ目の①から⑦に掲げたものでし

て、別添ということで当時、タスクフォースにて御議論いただいた資料を付けてあります

が、本日は時間の制約もありますので、詳しい説明は省略いたします。 

 １点目が医療の投入額推計ですけれども、レセプト情報であります社会医療診療行為別

統計を活用することとしました。 

 ２点目は介護部門の投入額推計の改善です。 

 ３点目は地方財政状況調査を活用した、社会福祉部門の投入額推計の改善です。 

 ４点目は地方公共団体の個別の決算資料を活用いたしました保育所部門の投入額推計の
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改善。 

 ５点目は先ほども申し上げた建設補修部門の固定資本形成の計上です。これは概念変更

ということと、推計手法の見直しという、両方にまたがるものでしたので、再掲させてい

ただきました。 

 ６点目が不動産の仲介手数料等の推計の改善。 

 ７点目が非住宅不動産の賃料輸入の改定です。 

 最後の８点目は研究開発の固定資本計上でして、こちらにつきましては内閣府のＧＤＰ

推計では、２年ほど前に基準改定をおやりになったときに既に採り入れられているもので

すけれど、産業連関表といたしましてはようやく今回取り入れることができたというもの

です。 

 次ページ以降は先ほど申し上げました、昨年の３月と６月、ＳＵＴタスクフォースで御

議論いただいたときの資料ですけれども、本日は、説明は割愛させていただきます。 

 以上、ざっと報告いたしましたけれども、平成27年産業連関表、先ほども申し上げまし

たように、委員会の委員の皆様方の御議論もいただいた上で、現在、来月６月の公表に向

けて鋭意作業中です。改めて委員の皆様方の御指導に御礼申し上げますとともに、今後も

どうぞよろしくお願い申し上げます。私からの説明は以上でございます。 

○西村委員長 ありがとうございました。ただ今の御報告について何か御質問等ございま

すか。かなりの部分は部会などでの議論を連関表に加えていますので問題ないかと思いま

す。 

 それでは、取りまとめたいと思います。平成27年（2015年）産業連関表については、約

４年半の作業期間を経て、近日中に公表の予定とのことで、まずは、作成作業に関わられ

たすべての方に敬意を表したいと思います。 

 平成27年(2015年)産業連関表は、従来の作成方法を踏襲したため、作成方法に大きな変

化はないとの御説明でした。一方、今後のＳＵＴ体系への移行に向けて、産業連関表の作

成方法についても見直しが必要になるわけです。 

 これまで、国民経済計算体系的整備部会において精力的に議論が行われている旨、御報

告を受けておりますが、引き続き、よろしくお願いいたします。 

 大分長くなりましたので、ここで10分間ほど休憩を入れたいと思います。よろしくお願

いします。その後、毎月勤労統計調査についての議事に移ります。 

（ 休  憩 ） 

○西村委員長 それでは、次の議事に移りたいと思います。 

 前回の統計委員会に引き続いて、毎月勤労統計調査の事案について取り上げます。 

 2004年から2011年までの遡及推計でネックとなっていたデータ不足について、前回の統

計委員会で代替手法による一定の実現可能性が示されたわけです。これについて、厚生労

働省において検討を進めて、その進捗状況や推計結果を御報告いただくよう指示したとこ

ろです。この点について厚生労働省から御報告をお願いいたします。 

 なお、厚生労働省は、平成30年７月における常用労働者数に精査が必要であるというこ

とが分かったという理由で、本日予定されていました毎月勤労統計調査の平成31年３月確
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報及び平成30年度平均の公表を延期したと発表しております。この件を含めて厚生労働省

には御説明をお願いいたします。 

○瀧原厚生労働省政策統括官付参事官付統計管理官（雇用・賃金福祉統計担当） 厚生労

働省でございます。 

 ただ今、西村委員長からお話がありましたが、遡及推計の御報告をいたします前に、毎

月勤労統計調査の公表の延期について説明させていただきたいと思います。席上配布資料

で今お配りしています、令和元年５月24日付の１枚紙を御覧いただければと思います。 

 「毎月勤労統計調査平成31年３月分結果確報及び平成30年度分結果確報の公表の延期に

ついて」という表題のものでございます。これにつきまして、本日の８時半に公表予定と

しておりましたけれども、その中で、常用労働者数の数値に精査が必要ということが分か

りましたので、公表を延期させていただくというものです。 

 真ん中の「経緯」のところに記載しておりますけれども、データの確認の過程の中で、

平成30年７月における常用労働者数に精査が必要であることが分かり、また、その影響に

ついても精査を行っているというのが現状でして、「今後の対応」につきまして、１週間以

内を目途に、精査でき次第、これら平成31年３月分結果確報及び平成30年度分結果確報を

公表するとともに、平成30年７月分以降について、修正が必要な場合には改めて公表させ

ていただきたいと思っております。 

 利用者の方々には、大変御迷惑をおかけすることになりますけれども、この場をお借り

しておわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 

 この延期につきましては、報告は以上とさせていただきたいと思っております。 

 続きまして、毎月勤労統計調査の遡及推計の進捗状況等を資料４に基づきまして説明さ

せていただきます。 

 資料４、めくっていただきまして最初のページ、「平成16年から平成23年までの遡及推計

について」になります。以前の資料では、３つのデータがないために再集計が難しいとい

う記述をしておりましたけれども、これまでの統計委員会での御議論、御示唆によって遡

及推計の方向性がまとめられたことを踏まえ、資料での書き方を、具体的に遡及推計を行

うために何を推計する必要があるかを改めて整理させていただきました。内容的には同じ

ものでありますけれども、少し言葉で整理させていただいたものがこの３ページのもので

す。 

 ①から申し上げますと、平成19年１月分に基づくギャップ修正を行うためには旧対象事

業所の個票データが必要だったわけですけれども、それがありませんでした。その個票デ

ータを作る、あるいは、個票データそのものを推計することは難しいですし、そこまでは

必要ないもので、実際にやるべきことは、この旧対象事業所分の集計値の推計作業をやる

ということを示しております。また、②の平成21年の抽出替え時点での新産業分類の変更

につきまして、付け替える抽出率逆数を推計する必要がある。あるいは、③の平成22年以

前の雇用保険データがない部分につきましては、この雇用保険データによる毎月勤労統計

調査の労働者数の補正率を推計する必要があるということになりまして、この３つの推計

が必要な数値につきまして作業を進めるという形で、皆様方には、以下の説明を見ていた
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だければと思っております。 

 それでは、この①から順にお示しさせていただきます。まず、①の平成19年１月分調査

に基づくギャップ修正のための集計値ということですけれども、４ページはこれまでの議

論の整理です。一番上の四角は、個票データが必要なのですけれども、旧対象事業所の個

票データがないということで、それの代替するものとして東京都の保有するデータ、そこ

に個票データがないかも調べたわけですけれども、それもなかったものと、公表データも

限定的であったということで、それらを踏まえて、これからの作業として、500人規模事業

所について、指数作成系列ごとに、全国及び東京都の公表値等を用いた代替的な推計方法

を実施するものです。 

 なお、30～499人規模につきましては、平成19年１月時点で全国と東京都で抽出率逆数が

同じですので、代替推計は不要として進められるものです。 

 次の５ページがその実際の推計の手法ですけれども、上の四角は２月20日の統計委員会

の資料を抜いてきたものですけれども、実際にやる方法として、真ん中に長い式がありま

す。前段は従来ベースでの平均賃金になりますけれども、そこに、２項目ですけれども、

東京都における賃金総額を踏まえた形で補正を掛けるという、それを加えることによって

再集計値ベースの全国平均賃金が出せるという方法です。 

 ここの、何を使うか言葉だと少し分かりにくいかと思いまして、以下は数式で整理いた

しました。５ページの下の部分です。各変数につきましては、ａのチルダを全国平均賃金

とした上で、それをどう計算するかということで、そこにｅの０ｉｊｌを初めとして４つ

の変数で考えますと、そこの最初の式で表されますけれども、ここで、東京都については、

抽出率逆数が一定存在するわけですけれども、それ以外は全て１だということを踏まえて、

式変形をしていったものがこちらです。少し複雑な式にはなっておりますけれども、これ

を次の更に６ページを御覧いただきまして、先ほどの式を、これは和半調査労働者数にな

りますけれども、ｅの０ｉｊｌとｅの１ｉｊｌというものの和を２分の１した平均をとっ

たものです。このΣで割るという作業をすると、実は真ん中の式、＊を後ろで括弧を付け

ていますけれども、この式に集約できるという形に整理しまして、この場合にポイントに

なりました大文字のＲのハットという形で、これは全国の和半調査労働者数に占める東京

都の割合、割合を使えば１つ計算がシンプルに見えるということと、それと東京都のみの

集計対象とした平均賃金、ａのダブルドットのハットというものを設定しますと、そこの

要素で計算できるという形に整理できます。この式を踏まえまして実際に推計作業をして

いくということで進めていきたいと思っております。 

 では、実際にどういうふうに進めるかといいますと、次の７ページのところになります。

これは統計委員会で整理いただいた必要な場合分けをして、それぞれについて、これは精

度の高低がございますけれども、精度が高くできる分から順次なかなか難しい分までをや

っていくものでございますけれども、特に（１）、最初は東京都の抽出率逆数が１の場合と

いうのは、前もって恐縮でございますけれども、例えば、先ほどの６ページの真ん中の（＊）

の式で言いますと、このｄのｉｊｌという部分が１になりますので、実は分母も分子も後

ろの項が０になりますので、端的にａハットのｉｊ、ａｉｊのハットですか、によっての



 －28－ 

み計算できますので、７ページの（１）のところはそういうことを示しております。 

 以下東京都に、この抽出率逆数が１ではないけれども、地方調査、東京都の旧集計結果

が公表されている場合には、そこの（２）のところですけれども、ａのダブルドットのハ

ットにつきましては地方調査結果を代用いたしますし、また、先ほど出した比率で、Ｒの

ハットにつきましては、１つ前の時点になりますが、平成18年12月分の調査の数値を代用

するという形で平均賃金が推計可能なのではないかというものです。 

 （３）は、これは前回もありましたけれども、抽出率逆数が19年１月時点で１であれば、

その抽出率の問題はございますけれども、全数が出ているということで、18年12月分の対

象事業所を特定して、そこから19年１月分の調査票の、新対象事業所の個票データがあり

ますので、旧対象事業所の個票データとして集計することでできるのではないかというも

のです。 

 そして以下、（４）は、そういかない場合には、今度は残差で取るというものでして、８

ページです。（１）から（３）以外での場合ですと、当該産業の積み上げ産業及び積み上げ

産業を構成する単位産業の公表値、又は推計値が存在する場合には、その差といいますか、

前の部分で、真ん中の項でａのｉｊがあって、その後ろにａのｓｊという形で、その他の

部分の和を合わせて、これを解くことによって計算ができます。 

 それでもできない部分につきましては、（５）で、ここは前回も幾つか「こういうやり方」

でというのをお示しいただきましたけれども、それを具体的にするとなりますと、そのや

り方は、具体的にどういう方法かを今検討しておりますので、ここでは省略させていただ

いております。 

 今回、報告させていただきたいのは、今の（１）から（５）のうちの、まず（１）につ

きまして、この推計は、具体的に計算するとどうなるかを皆様にお示しして、こういう形

で進める、ただし、実際には、一定の制約なりがあるという部分も含めて見ていただきた

いと思い、試算をさせていただきました。 

 ９ページのところがその第１段階で、（１）について計算しております。先ほどの公表値

等からできるということで、下の結果表を御覧いただきたいのですけれども、推計値とい

うのが、この今説明しました（１）のやり方で出てきたものです。それから、一番左にあ

ります再集計値と記載されておりますのは、これは実際やっているのが平成27年１月です

ので、推計値を出さなくてもきちんと集計値が出ているということで、その推計値と集計

値はうまく合うものかどうかを検証したものです。 

 実際にやってみますと、例えば公表値からやると秘匿というものが出てくる、というの

が見えたというのが、再集計値のところに＊がついているものです。ここは、データが秘

匿されておりますので、推計値が出てこないですけれども、それ以外のところは、こうい

う形で推計はできるというものになり、ここは15産業あるうち９産業でぴったり一致しす

るということで、理論的な結論になります。 

 実際にこの手順でやってみたのが、６産業、黄色の部分です。ここについては、－6,000

円ぐらいから＋4,700円ぐらいのかい離が出たということでありまして、これはなぜかとい

いますと、実は、毎月勤労統計調査においての最小集計単位は、規模で見た場合には、500
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人以上という規模ではなくて、500～999人と1,000人以上と分かれて集計しているところで

す。ただ、公表値、集計された数値自身は500人以上でまとめられていることが一般的にな

っておりますので、そこでその500人以上の数値を使ってやると、実はかい離が出るという

のがこれで見えたということです。 

 ではここのかい離とは、どのように発生しているのかを判断するために、先ほど申し上

げましたように、ここは２つの区分がくっついたものですので、その中での労働者数の推

計をすれば、調整できるものだというところをお示ししたいと思います。次の10ページか

らになります。 

 10ページは、その労働者数をどう推計するかを式で示したものですけれども、これを更

に各個別のその旧集計結果に係る部分についてのやり方を詳細に式で記載したのが、11ペ

ージです。ここで記載しているものは、実は先ほどの平均賃金で計算したやり方とほぼ同

じパラレルの形になっておりまして、これも先ほどやりました手法で、東京都以外は１と

いうことで式を変形した上で、かつそれを割り算によってシンプルにすると、真ん中、少

し下のところの式に整理されます。 

 そうすると実際の計算は、そこのただし書き以降の３つの要素に整理されまして、労働

者数そのものではなくて、真ん中の一番上のところは前末労働者数に対する本末の比率と

いうのをＶのハット、それから、東京都に限定した場合のその労働者の比率というのをＶ

のダブルドットのハットとして、更に前末、全国に占める東京都の割合をＲと整理をする

と、この真ん中少し下のものに整理されます。 

 これで労働者数の推計が可能になりますので、それを踏まえて、次の12ページは、先ほ

ど500人以上でやっていた推計を500～999人と1,000人までで分けた形での推計ができれば、

公表値が使えれば、ここにありますようにかい離というものを真ん中から先に見ていただ

きますと、500～999人のところのかい離につきましては、１桁で少し数字はありますけれ

ども、大体１桁で収まって、０の部分も多くなっています。あるいは、一番右の1,000人以

上でいきますと、かい離、数字が計算されるところにつきましては、基本的に０でできま

すので、この２つを併せた形で加重平均をとった推計をしますと、一番左側にあります500

人以上で、先ほど数千円程度のかい離が出てきたものを含めて１桁まで落とせたことが分

かりました。 

 これらの整理を次の13ページでしています。1,000人以上については、調査票が存在しな

かった産業や、秘匿措置ができなかったものもありますけれども、残りのところでは、再

集計値と推計値は一致いたしますし、500～999人につきましても同じような状況ですけれ

ども、計算できた部分につきましては、再集計値が一致するか、もしくはマイナス４円か

ら７円のかい離程度となり、この数円のものが出ているのは、計算過程における端数処理

によるものだろうと考えられますけれども、これら２つを併せた500人以上規模につきまし

ては、この２行目です。１回目でかい離が発生した６産業について、かい離の幅が大幅に

低下してマイナス３円から４円程度に抑えられ、この方法がうまくできれば非常に精度は

高くなるのです。ただ、実際の推計をする場合に、この分けた形の数値があるかないかで

実際に推計できるかどうかという部分はあります。 
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 秘匿については、一定の処理が必要だろうという認識ではありますので、ここも実際に

作業を行うときに、全て数値が存在するわけではなくて、結果的に調査票がないものがあ

りますし、秘匿措置がされているものもあることを念頭に置き、それに合った処理をした

推計が必要となります。実際に数字が分かっている27年１月分で試行・検証してみたとこ

ろ、そういう推計になるだろうという整理されたという報告です。これが（１）の抽出率

が１で行けるところですので、一番シンプルなところのものです。 

 次が（２）に当たるところの推計でして、14ページからになります。これは、東京都が

公表している旧集計結果を使って推計するものなりますので、同じように平成27年１月の

旧集計結果について、旧対象事業所の個票データを使わないでこの推計方法で推計値を算

出すると、実際に計算されている再集計値とどういう数字のかい離が出るかを試行して計

算したものです。 

 指数作成産業のうちで、場合分けの（２）に該当する17産業について推計を行ったとこ

ろ、こちらも、500～999人と1,000人以上に分けられるといいのですけれども、公表値がそ

う分かれていませんので、500人以上で一括して推計したものです。 

 これで見ていただきますと、そこの結果表ですけれども、かい離のところで、０とぴっ

たり計算できるところもありますし、数千円程度の誤差のところもあれば、大きくなりま

すと４万3,050円というのがＤのところで、１割程度になります。それから、２万8,000円、

あるいは２万円ぐらいの５％程度のかい離が出ている産業もある、というものです。 

 これにつきましては、15ページの概要で少し整理させていただいております。17産業の

うちで４産業は、複数の抽出率が入っているということがありますので、推計はできなか

った産業です。残り13産業につきましては、秘匿であった部分については、この公表値を

使っての推計はできなかったということと、あと、２つの産業につきましてはぴったり一

致いたしました。それから、残っている10産業につきましては、一定程度のかい離が出て

いますけれども、ここの部分については、先ほど（１）での試算と同じように、500人以上

を一括して推計せざるを得ないためのかい離であると思っています。 

 あと、全国調査での東京都の平均賃金と、地方調査の東京都の平均賃金も若干かい離は

出てきますので、そういうものも影響があるのかと思います。又は、前ページのハイライ

トで示した産業は、単位産業ではなく積み上げ産業となりますので、なった場合に、単位

産業で計算した後に見ていくというのもあり得るのかと思っています。 

 この程度、若干のかい離は出るのですけれども、ただ、ここにつきましては、15ページ

の下に記載しておりますけれども、場合分けの（３）という方法を使って同じ産業を計算

することも可能なものもありますので、その場合については、どちらの精度が高く行ける

かは検証できますので、（２）はこういう形でやりますけれども、更に（３）を使うことに

よって、精度をもう少し高めることができると思っていますので、（２）と（３）を併せて

やることによって一定程度の精度を確保できればと思っております。 

 これが今回①についてやったものでして、今申し上げました（３）、あるいは（４）、（５）

の部分は、大変恐縮ですけれども、まだ作業ができておりません。この流れで検証しなが

ら、実際一定程度、どの程度かい離があるのか、あるいは、実際に推計するときにどうい
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う課題があって、どうクリアしたかも皆様にお示ししながら推計を進めさせていただけれ

ばと思っております。 

 続きまして、16ページからが、今度は産業分類の抽出率逆数を推計した流れです。16ペ

ージは、先ほどと同じようにこれまでの議論の整理でして、真ん中にありますけれども、

平成21年の抽出替え当時の指定予定事業所名簿が確認できない中で、次の下の四角ですけ

れども、産業分類の組替えが必要となる産業・規模について、旧産業分類の抽出率逆数を

事業所数で 按
あ ん

分することによって推計していくというものです。その按分の作り方につ

きまして、下の（Ａ）毎月勤労統計調査の調査票情報から得られる調査事業所数と、（Ｂ）

の平成18年の事業所・企業統計調査を使う方法がありますので、この２つをやっていくと

考えております。今回につきましては、（Ａ）に当たります毎月勤労統計調査の調査票情報

から推計したのが次の17ページからです。 

 17ページは、これまでの、どこでその組替えが必要になるかを示した表で、既にお示し

していますので説明は省略いたします。今回やったものを17ページのところで言いますと、

500人以上のところで８産業。変動が大きいのは５産業なのですけれども、８産業に対して

やってみたものです。次の18ページは、100～499人、あるいは30～99人について、それぞ

れ２産業、同じ産業ですけれども、そこについて取り組んだものです。 

 19ページは、その産業、東京都と東京都以外、あるいは規模別に具体的に旧産業分類と

新産業分類がどういう産業かを表にしたもので、中身的には同じものですので、次は21ペ

ージを御覧いただきたいと思います。 

 21ページ、これは具体的にどういうふうに推計するか、前回まで御議論いただいていた

ものを模式、形にしたものでして、例示ですけれども、旧産業分類で、繊維工業以下の４

つにつきましては、新産業分類では繊維工業という１つになります。新産業分類ベースの

抽出率逆数を作るに当たって、例えば、左側のそれぞれで抽出率逆数を記載しております

けれども、上から１、１、２、１と、違った抽出率逆数がありますので、これを新産業分

類のベースにするときには、その下に式を記載しておりますけれども、それぞれの産業の

事業所数での割合で按分した、加重平均をとった形で計算をするのがいいのではないかと

考えたものです。 

 この計算を毎月勤労統計調査のデータを基に実際に計算したものが次の22ページからで

す。この前のページまでにありました産業につきまして、それぞれの抽出率逆数は幾つか、

繊維工業で言いますと、旧産業では４つになるものについて、１、１、２、１という形で

抽出率逆数を記載しておりますけれども、これの毎月勤労統計調査の調査票のデータで事

業所数をカウントすると、事業所数０、０、１、０となります。これで先ほどの式で按分

割合を考えますと、ここはほかの情報、ほかの事業所がないので、３番目の化学工業の按

分割合１のみが生きてしまいますので、それで計算すると、抽出率逆数は２になります。 

 御覧いただきますと、東京都といえども500人以上規模の事業所、産業によっては必ずし

も多くありませんので、事業所数０となっているところが見られます。そういう意味では、

按分割合というのも、按分としては少し偏りといいますか、十分考慮できたものになって

いるかどうかは検討の余地があります。ただ、この数値について、機械的に今回は計算さ
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せていただきました。 

 23ページはその続きです。東京都の事業所規模の小さいところと、それから東京都以外

です。東京都以外につきましては46道府県ですので、事業所数はある程度あり、一定の按

分割合となっております。 

 この按分割合を使って、実際抽出率逆数を計算したら幾つになったかが次の24ページか

らでして、先ほど表に上げておりました各産業について、事業所数の按分割合で計算する

と、繊維工業で2.00、2.00、1.33、1.27と計算できたものです。 

 この後の処理について御議論の余地はあろうかと思いますけれども、取りあえず実際に

毎月勤労統計調査で使っている抽出率逆数は、全て整数で計算していることを踏まえ、抽

出率逆数自身は、端数の出た部分は四捨五入したのがこの一番右の抽出率逆数表でして、

こういう計算をするとこういう形で各新産業分類の抽出率逆数を実際試算できたことを報

告させていただくものです。 

 これにつきまして、まとめのような形で26ページです。実際に今のように計算したわけ

ですけれども、先ほど申しましたように、毎月勤労統計調査のデータですと、データ数が

少ないために０もあって、按分が十分にできていない可能性もありますので、次にもう一

つ（Ｂ）と先ほど示しておりました平成18年の事業所・企業統計の集計をして、そこでの

按分割合を出してみて、その２つを比較考量する中で、実際に使うものを出したいと思っ

ております。 

 あと半分残っておりますものにつきまして、調査票情報の二次利用の申請が必要ですの

で、既に今総務省の担当の方と調整させていただきまして、十分こちらの状況も御配慮い

ただいているところでございますけれども、この調整を終えてデータを頂きました上で按

分計算をして、同じように計算して、次回報告させていただきたいと思っております。②

は、そういう進捗状況です。 

 それから、27ページの③は、雇用保険データの補正率を作る部分です。これは、雇用保

険データが存在していない、確認できないというところではありますけれども、真ん中の

四角にありますように、逆算できる理論的な計算式があり、それで逆算して補正率を出し、

それを使うことになります。これは理論的に比較的単純な計算ではありますけれども、実

際これをやってみて、何か課題があるかないかというのを含め、きちんと検証する必要も

あるかと思いまして、それを今回報告させていただきます。 

 28ページは、これは以前お示ししました実際の流れのフローと、そこで出てくるデータ、

それを、赤い丸で囲ったものはデータがあるということで、緑の丸で囲っておりますΔｘ

ｉｊの（ｔ）というもの、これを推計していくわけですけれども、推計式はその赤い丸の

データを右側の式に入れて計算したものです。 

 実際の逆算に係る試行を、今回は平成29年７月分のデータ、これも雇用保険データは存

在するわけですけれども、ないものとして逆算で出すという形で、それが実際の補正とど

れぐらい差があるかを検証したものです。この試行方法の３つ目の丸にありますけれども、

実際に集計したものは、規模別でそこにある５区分、それから、産業別では積み上げ区分

でない表章産業で、全部で５×105区分について計算したものです。 
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 その主なところをお示しするのが、30ページ以下の計算結果を出した表です。御覧いた

だきますと、今回推計したのが真ん中の推計値と記載してある欄で、実際に再集計値で計

算、雇用保険データを使って計算されたものと比較して、その差を記載したものです。一

目御覧いただければ分かりますけれども、多くの部分で０、あとはかい離、差が出ている

ものにつきましてもプラスマイナス１程度以内に収まっている状況です。それはずっと続

きの産業分類、31ページ、32ページ、33ページと出しています。 

 全てにわたって大体ほぼぴったり合う状況でして、ただ、１点少し申し上げたいのが、

これは以前の①の方にございましたけれども、再集計値のところで＊がついている欄があ

ります。これは秘匿が加わっておりまして、こういうところでも細かい分類、あるいは規

模の大きい1,000人以上になると秘匿の部分ができますので、ここについては、一定の処理

をした上でこの作業を進める必要があり、実際の作業で出てきた際に処理をする作業途中

であるという報告をさせていただきます。 

 最後、34ページの最後のページで、結果の概要です。525区分のうち、31区分は推計労働

者数が存在しなかったので、逆算を行えないものの、実質的には影響がないと思いますけ

れども、そういうものが存在するということ。それから、あと残りの494区分のうち、32

区分については秘匿措置により推計労働者数が取得できませんでしたけれども、そこは一

定程度秘匿数値について処理をやるという手順を踏むべきところかと思っております。 

 それから、公表値がない部分というのもありましたので、そこについては、非公表値に

ついて、これも同じような処理が必要かと思います。 

 残りにつきましては、下の２つです。452区分のうち50区分においてはかい離が出ており

ますけれども、プラスマイナス１程度で、計算過程による端数処理の影響だと思いますけ

れども、問題ないものだと思いますし、残り402区分については、全く一致するということ

で、全くこのとおりにできることが分かったというものです。 

 今日の報告は以上ですけれども、改めて全体を流して報告させていただきます。今回３

つのデータがないということで、そこに推計処理が必要ということでやってまいりました

けれども、こちらで示していただいた方法で、我々も検討を含めたやり方でやってみたと

ころ、今のところはこの方法で進められる流れになっています。 

 ただ、①につきましては、もちろん誤差なり推計値として一定の限界がありますけれど

も、そういうものを踏まえつつ、実際にどの程度のかい離が予想されるかも含めて、ただ、

それは推計ができないということではなくて、推計を進められる中でそこをしっかり押さ

えてやっていきたいというところです。②につきましては、事業所・企業統計調査を進め

ることによって全体が大体見えるかと。③につきましては、今回の検証を踏まえて実際に

進められる段階に来ているのではないかと思っております。 

 課題は、実際にこれから作業を進める中でまたここではない判断が必要な部分というの

は出てくるかもしれませんけれども、そういうようなものも含めてつまびらかに統計委員

会で報告をさせていただいて、御意見を踏まえて推計を進めさせていただければと考えて

おります。 

 長くなりましたけれども、以上です。 
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○西村委員長 ありがとうございます。 

 ただ今の御報告について、統計委員会担当室から何か追加的な説明があればお願いしま

す。 

○肥後総務省統計委員会担当室次長 統計委員会担当室でございます。 

 厚生労働省には、４月26日の統計委員会で議論をした内容を踏まえて、丁寧な遡及推計

の検討をしていただきましてありがとうございます。かなり技術的な内容でしたので、私

の方からポイントを若干まとめさせていただくために、事務局から２点ほどコメントを差

し上げたいと思っております。 

 先般議論になっておりますとおり、平成16年から23年の遡及推計におきましては、３つ

の推計値が必要ということでした。厚生労働省では、この４月26日の統計委員会で提案さ

れた手法に基づいて、精度の高い推計が可能か、実際のデータに基づいて試算されたとい

うことでして、そこのポイントを説明いたします。 

 １番目の推計でありますが、平成19年１月の旧対象事業所分の集計値です。これにつき

ましては、実際に全てのデータがある平成27年１月のデータを利用して再現できるかとい

うことを、統計委員会で提案された手法を用いた場合に実際に高い精度で再推計が可能か

どうかを確認するために検証を行ったということです。５段階の計算があるとのことです

が、今回は１番目と２番目の２段階について行ったということです。 

 １段階目が、平成16年１月に東京都の抽出率逆数が１、つまり全数抽出である場合です。

これにつきましては、公表の際に企業数が少なく該当企業が特定されるおそれがあるため、

データが秘匿された産業を除いて高い精度で再現が可能であることが確認されました。こ

れは、平均賃金に加えて労働者数の推計も行うことで再現可能であったということです。 

 それから、第２段階、東京都のホームページで旧集計値、平成19年１月の旧集計値が公

表している場合ですけれども、東京都のデータでは500人以上の規模があるのですが、規模

500～999人、それから1,000人以上、各々の内訳データがありませんでした。この構成比の

変化が結構重要であることは、このシミュレーションで分かりまして、幾つかの産業では

高い精度では再現できていないということです。したがって、他の方法での推計値を試算

してみて、それと比較検証して判断することが必要であるということです。 

 残る３段階は、すなわち平成19年には抽出率逆数、全数なので、それを使って抽出であ

った平成16年の段階を再現するケース。それから、積み上げ産業の合計値が分かっている

ので、単位産業の計数を引いた残差で計算できないかというケース。それから、５番目は、

何らかの推計作業について必要となるケースです。この５番目のケースについては、今後

厚生労働省の方で試算を行う予定であるということです。 

 ２番目の推計についてです。これは、平成21年の抽出替え時点で、新産業分類変更に伴

い、抽出率逆数の付替えが必要である事例ですが、各規模区分で組替えの検討が必要とな

る産業の数について前回明らかにされましたので、今回は、毎月勤労統計調査の調査票情

報からその手法を用いて組替え後の抽出率逆数を試算してみたところ、試算はできるとい

う結果でした。引き続きまして、平成18年事業所・企業統計調査の調査票情報から組替え

後の抽出率逆数を試算していく予定ということです。 
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 この両方の方法は一長一短ございますので、その一長一短を踏まえて、どちらを採用す

るか、あるいは中間を採用するかについて検討をされるということではないかと思います。 

 それから、３番目の推計についてです。これは、平成22年以降の雇用保険データから労

働者数の補正率が計算できるのではないかにつきましては、先般の提案された逆算する方

法によって、平成29年のデータで実際にやってみたところ、高い精度で再現できることが

分かったということです。 

 以上ですので、どちらかというと３点のうち、２番目、３番目については、問題はかな

りはっきり解決の方向に向かっておりますが、１番目については、抽出率が１のところは

大丈夫そうなのですが、それ以外についてはまだなお検討が必要ということかと思います。 

 以上の結果につきまして、２点ほど事務局からコメントを差し上げたいと思います。 

 １つは、平成19年１月の旧対象事業所分の集計値、あるいは、雇用保険データのところ

で出てまいりました、秘匿された産業ということです。これは多分ｅ－Ｓｔａｔに載って

いる公表値のベースでやられたと思うのですが、実際には、秘匿されたデータを含めて、

統計作成者である厚生労働省は全てのデータを内部データとして保有しているわけですの

で、その内部データを活用して、その秘匿部分も含めて計算をしてほしいというのが１点

目です。 

 ２点目です。新産業分類の変更に伴って付け替える抽出率逆数につきましては、試算し

て小数点第何位までという、例えば1.87というような数字が出て、そのときに四捨五入し

て２とかにしているわけですが、そういう四捨五入をすると、旧と新の間で連続性がなく

なってしまいます。全体として帳尻が合わなくなってしまうおそれがありますので、「整数

化した数値」ではなくて、ここについては、「小数点以下の値を含む原計数」を用いて新産

業分類で復元推計を行った方がよいのではないかというのが事務局として抱いた印象です。 

 私からは以上です。 

○西村委員長 ありがとうございました。 

 ただ今の御報告について、何か御質問、御意見等はございますか。 

 １点私の方から確認なのですが、先ほどの統計委員会担当室の御説明にもありましたけ

れども、「平成18年事業所・企業統計調査の調査情報から、組替え後の抽出率逆数を試算す

る予定」となっていますが、これは調整中となっていますが、調整の状況を教えていただ

ければと思います。お願いいたします。 

○佐伯総務省統計局統計調査部長 先週の金曜日に厚生労働省から二次利用の申し出の書

類を御提出いただきまして、現在法令に基づいて所要の手続を進めております。できるだ

け早期に調査票情報を提供できるように作業を進めていきたいと考えております。 

○西村委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、今の御回答を含めて何か御質問、御意見等はございますか。西郷委員、どう

ぞ。 

○西郷委員 御説明をどうもありがとうございます。 

 今の統計委員会担当室の方からコメントがあった最後の点、抽出率逆数を整数化すると

いう点に関してなのですけれども、これは私も御説明を伺っているときに、何で整数化し
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なければいけないのかというのは感じました。 

 と申しますのも、抽出率の逆数というのは、よく教科書的な説明をするときに、例えば、

1,000人から100人選んだときには、この選ばれた100人というのは元の10人分なのだよとい

うことを説明するときに、抽出率の逆数をあえて整数で説明した方が分かりやすいので整

数化するということはしますけれども、それはあくまでも教科書的な説明のためのものな

ので、ここでせっかく抽出率の逆数を計算しても、それを整数化すると、その整数化した

ことの誤差というのが結構大きくなってしまうような気がするので、これは是非こちらの

コメントにあるような形で、整数化しないで対応なさった方がいいのではないかと私も感

じました。 

○西村委員長 どうもありがとうございました。 

 それから、今の話のほかに、最初に厚生労働省から、精査のために発表を遅らせるとい

う点もありましたね。それについても御意見があれば、御質問があればお願いいたします。

川﨑委員、どうぞ。 

○川﨑委員 最初の公表の延期のことで、現在分かっている範囲で結構なのですが、まだ

というならまだということで教えていただきたいと思いますが、影響の大きさというのは、

どんな感じになりそうかは見えていますか。かなり数字の変更が出てきそうかどうか、そ

の影響はありそうかどうかを、今の時点の感触で結構ですが、分かれば聞かせていただき

たいと思います。 

○瀧原厚生労働省政策統括官付参事官付統計管理官（雇用・賃金福祉統計担当） 数字自

身につきましては、今精査中ではございます。ただ、原因が平成30年７月のところですけ

れども、これは常用労働者数でやっておりますけれども、実際にその母集団労働者数の推

計で、雇用保険データの使い方でうまくいっていなかったというのが見込まれておりまし

て、その部分での影響というのをこの７月時点でのもので見ていますと、常用労働者数で

0.1％程度かと思われます。それから、きまって支給する給与で50円程度かと思っておりま

して、全体的なきまって支給する給与は二十数万円ございますので、影響的にはそんなに

大きくはないというのも大変恐縮なのですけれども、影響度合いは、実際の指数、あるい

はその前年同期比に与える影響というのは、非常に限定的ではないかと思っております。 

 特に、これは我々サイドの方になりますけれども、今回の毎月勤労統計調査の事案で、

適切にやっていなかったことに対して、非常に社会に対して大きな影響を与えたわけです

けれども、そのときの状況に比較した場合変化に与える影響は非常に小さいものと判断し

ておりまして、今の見ている範囲ですけれども、給付に与える影響というのはない状況か

とは思っておりますので、数値としては正しいものを適切に早くと思っておりますが、影

響度合いとしては、何とか小さくて済むという見込みを持っております。中途半端な、明

確にまだ言える状況ではありませんので、精査中ではありますけれども、今の状況として

はそういう状況です。 

○西村委員長 どうぞ。 

○肥後総務省統計委員会担当室次長 つまり、水準で言えば0.02％ポイント程度の誤差が

平成30年７月にあるかもしれないという御説明であったと認識しています。大きくないと
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いうことです。 

○西村委員長 大きくないからいいということではないのですけれども、具体的な数字の

差も一応バックグラウンド、この議論の、１週間延ばしたというそのバックグラウンドの

背景にあると考えております。 

 宮川委員、どうぞ。 

○宮川委員 御説明をどうもありがとうございます。 

 それに関してなのですけれども、そういうようなことが前にあったようなプログラム上

のミスなのか、それともどういうミスなのか。またシステマチックな問題なのか、それと

も、こういう言い方をしては失礼ですけれども、その時点における不注意だったのか。そ

ういうところはきっちりしておかないと、プログラム上のミスの可能性があると、どんど

ん続いてしまったり、また同じ時期にこういうことが起きるという可能性があるのですけ

れども、その点を明らかにしていただけるとありがたいと思いますが。 

○瀧原厚生労働省政策統括官付参事官付統計管理官（雇用・賃金福祉統計担当） その点

につきましても、もちろん今検証をきちんと進めているところではございますけれども、

ただ、原因につきまして、まずプログラムのミスではないことは確認しております。です

ので、これは、そういう意味では、今も毎月毎月公表させていただいておりますけれども、

そこに影響が出るものではないということです。 

 これは、30年７月の部分と申しますのが、昨年の30年７月分として昨年に公表したもの

ではなくて、再集計値の部分です。実は今回の事案が発覚して、昨年の年末から今年の初

頭にかけまして、集中的に再集計値の作業をいたしまして、１月に平成24年以降全てのも

のを公表させていただいたわけですけれども、その作業をする際にデータの使用する部分

を誤ったというところでして、プログラムはきちんと機能しているのですけれども、それ

をオペレートしていた人間のミスとほぼ状況としては把握をしておりまして、そういう意

味では、その後の毎月公表しているものにつきましては、同様のミスが発生しておりませ

んし、またプログラム上でそういうことが出てくるものでもないと報告させていただきた

いと思います。 

○西村委員長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、取りまとめに入りたいと思います。 

 まず、厚生労働省の御説明において、データの一部に精査が必要となったことから、本

日の平成31年３月確報及び平成30年度平均の公表を延期した旨の御報告がありました。公

表が延期されたことは残念ですが、精査が必要と分かった段階で公表を延期された点はよ

い判断だと考えております。 

 また、先ほどの点検検証部会の御報告にもありましたように、今後は、誤りを発見した

際の基本ルールと考えられる、訂正結果の速やかな公表、原因分析、そして再発防止にし

っかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 また、本題ですが、厚生労働省には、2004年から2011年の遡及推計について、実務に即

したしっかりした分析を行ってもらいました。おかげさまで、統計委員会担当室が作成し

た論点ペーパーに沿って、２月、３月、更には前回４月26日の統計委員会で議論を深めた
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代替的な推計方法が有効であることが確認できたと思います。 

 ３つの不足するデータへの対処が論点となっておりました。そのうちの３番目の「雇用

保険データによる労働者数の補正率の逆算」については、今回の試算でほぼ問題がないと

いうことが確認されました。 

 ２番目の「新産業分類変更に伴い付け替える抽出率逆数」については、毎月勤労統計調

査の調査票情報を用いて試算することが可能であるということが分かりました。今後は、

事業所・企業統計調査の調査票情報を用いた試算を進めていただければと思います。いず

れの試算を採用するかということは判断を要することです。毎月勤労統計調査の調査票情

報は最新の情報ですが、回収されていない事業所があるという問題がありますし、他方、

事業所・企業統計調査の調査票情報は、全ての事業所のデータではありますけれども、時

点が古いという点がありますので、いずれも一長一短であります。その点を踏まえて検討

していただければと思います。 

 なお、統計委員会担当室のコメントにもありましたが、集計された新産業分類ベースの

抽出率逆数は、整数値にこだわるのではなくて、「小数点以下の値を含む原計数」を使うと

いう方が全体の整合性・連続性には望ましいと考えますので、よろしくお願いいたします。

毎月勤労統計調査のシステムが、抽出率逆数として小数点以下の桁数を許容するのかとい

うシステム上の制約、これはまだ私にはよく分かっていないのですが、そういう問題があ

るかもしれませんが、その点についてもきちんと御検討いただきたいと思います。 

 残る大きな問題は、１番目の「平成19年１月の旧対象事業所分の集計値」です。こちら

については、平成16年に東京都の抽出率が１である産業については、おおむねうまくいく

ということが分かりました。統計委員会担当室のコメントにもあるように、データ秘匿分

については、統計作成者である厚生労働省には、内部にデータを持っているわけですから、

それを活用するようにお願いします。 

 一方、東京都のデータの活用にはなかなか難しい問題があるということが分かりました。

つまり、500～999人と1,000人以上の構成比の問題であります。まずは、第３段階の平成19

年が抽出率逆数が１であるケース、それから、第４段階の積み上げ産業と内訳の単位産業

から逆算を行うケースについて試算を行ってください。その結果として、何らかの按分計

算をする第５段階、正にここは推計になるわけですけれども、これが遡及推計実現の最後

の関門になると思いますので、厚生労働省としても知恵をしっかりと出して、統計委員会

としてもサポートをできるところはもちろんサポートしていきますので、最終的な結論を

出していきたいと思います。ここは、非常に最後に近い一歩ですので、心して取り組んで

いただくようお願いいたします。 

 それでは、次の議事に入ります。 

 「医療の質の変化を反映した価格の把握手法に関する研究」についてです。内閣府から

御説明をお願いします。 

○丸山内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官 内閣府経済社会総合研究所でございま

す。 

 医療の質の変化を反映したデフレーターの研究につきましては、平成29年12月に本委員
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会で進捗状況について報告いたしましたが、その際は、本研究の方法論の整理等について

説明をいたしました。今回は、昨年度利用申請し、入手いたしましたレセプトのナショナ

ルデータベースサンプリングデータと、同じくレセプトを基礎資料とする社会医療診療行

為別統計を用いて、医療デフレーターを実際に推計しまして、ＪＳＮＡのデフレーターと

の比較を行いましたので、その結果等について報告をいたします。具体的な報告は市川上

席主任研究官の方から説明いたします。 

○市川内閣府経済社会総合研究所上席主任研究官 お手元にございます「資料５ 医療の

質の変化を反映した価格の把握手法に関する研究」という資料に基づいて説明させていた

だきます。 

 スライド番号２に構成を記載してございます。本日説明させていただきますのは、簡単

に手法はどういったものがあるのか、構成番号２、３、４は、利用可能なデータはどうい

ったものがあるのか、それをどういった考え方で絞り込んでいったのか、利用可能データ

の名目値の動きはどうなっているのかというのをまず確認いたしました。５番目は概念的

なものでございまして、採用の基準の検討を整理してございます。構成番号６、７、８、

９に今回の推計の結果をまとめてございます。最後にまとめと今後の課題を示しています。 

 スライド番号３にいっていただきまして、手法の検討でございます。国際機関等での医

療に関するデフレーションの手法については、様々なペーパーが出されております。また、

ＪＳＮＡの場合は、医療は市場生産者というふうに定義されています。市場生産者の場合

の手法に関しまして、国際機関の整理では価格指数によるデフレーション、又は数量指数

を用いた産出数量法と整理をされています。2008ＳＮＡの考え方に基づきますと、価格指

数によるデフレーションができるのであれば、それがより好ましいと考えます。 

 また、ＯＥＣＤは、ＣＰＩ等の価格指数によるデフレーション以外にも、医療の場合に

おいては、治療ごとの平均収入に基づく価格指数というものを疑似価格指数として使うこ

とを認めております。 

 スライド番号４に行っていただきまして、そのような状況を踏まえますと、検討の対象

となり得るデフレーションとして以下の３つが挙げられます。最初は価格指数によるデフ

レーション。ＣＰＩに基づくデフレーターによるデフレーションはＪＳＮＡで現在採用さ

れています。下の２つが今回試算をした手法ですが、疾病ごとの分類を基に細分化いたし

まして、デフレーターを平均収入に基づく価格指数として出したものが真ん中の疑似価格

指数によるデフレーション。一番下は、数量ベースで数量指数を作って実質値を出して、

名目を実質で割ってデフレーターを出すという手法です。 

 スライドの５にいっていただきまして、具体的に質を調整する観点というアプローチで、

先行文献ですとか他国の状況を見てみますと、大きく、「細分化アプローチ」によるもの、

あとは「明示的な質指標を用いたアプローチ」に分けられます。 

 細分化アプローチですが、スライド６にいっていただきますと、細分化アプローチでも、

まずその疾病分類に基づいてデフレーターを先に作るのか、それとも数量指数に基づいて

先に実質値を求めていくのかによって、デフレーターを最初に求める手法、又は数量指数

により算出する手法に分けられます。スライド６は、米国のサテライト勘定で用いられて
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います。米国の例を式として計算しています。これはラスパイレスの価格指数ですけれど

も、今回の我々の推計ではパーシェの価格指数で計算しております。ＪＳＮＡの名目値を

コントロール・トータルとして用いていまして、デフレーターを推計した後に名目をデフ

レーターで割って実質値を出すというような推計を行っております。 

 スライド７にいっていただきまして、数量指数による実質値の直接推計です。これはイ

ギリスの文献から引用してきたものですが、同じように数量の指数をまず求めまして、Ｊ

ＳＮＡの名目額を実質値で割ってデフレーターを出すというような手法になっています。 

 ※のところに記載してありますけれども、今回我々はＪＳＮＡの名目額をコントロー

ル・トータルとして用いましたが、考え方として、「名目」イコール「実質」掛ける「デフ

レーター」という考え方に基づきますと、全て同一のデータで名目、実質、デフレーター

を作成する場合には、数量指数を求めて実質アウトプットを求めて、名目をその実質で割

って出したデフレーターと、直接推計したデフレーターは一致するという考え方に基づい

ております。デフレーターを直接推計した場合も同様になります。 

 スライドを１枚おめくりいただきましてスライド８になりますが、今回はお示ししてい

ませんが、例えば医療の場合ですと、死亡率等を明示的な質として、それを数量指数に織

り込むというような手法もあります。 

 続きまして、データの検討に移ります。スライド９になります。今回の推計で我々が必

要なデータというのは、要件として、疾病別でデータが取れること、数量のデータがある

こと、価格のデータが取れること、可能な限り1994年まで遡及可能なデータ。1994年はＪ

ＳＮＡの遡及期間ということで、それを視野に入れています。 

 推計の対象といたしましては、ＪＳＮＡの医療は、元々産業連関表をベースに作ってい

ます。そのうち、下の表にありますように、入院と入院外の部分について今回の推計を行

っております。これで７割強のウエイトを占めることになっています。 

 続きまして、日本にある医療のデータで何を使えるのかを絞り込んでまいりました。そ

れがスライドの10と11になります。結果として申し上げますと、ピンクの薄い色を付けま

したＮＤＢのサンプリングデータと社会医療診療行為別統計に絞り込んでいます。これは

元々レセプト、我々が医療機関にかかった際に保険の点数を請求するのですが、その医療

機関がその審査機関に出すその書類のことをレセプトと言いますけれども、レセプトをベ

ースに作った統計になります。 

 それ以外にも４つの統計の名前を挙げていますが、一番下にＤＰＣと記載しています。

これは2003年から導入されているのですけれども、急性期の入院部分について、疾病名と

治療行為を組み合わせた診断群分類というもので、それに基づく支払制度が日本の入院部

分については導入されております。 

 ただ、スライド10、11で青く色付けしていますが、カバレッジがまだ５割強。その領域

というのは、スライド11は領域のところですけれども、これはレセプトの種類に基づいた、

どのぐらいのところをカバーしているかという意味です。ＤＰＣというのは入院の中でＤ

ＰＣに基づく支払いが行われている部分のみをカバーしていますので、ＤＰＣデータに基

づく推計は現時点では難しいかと思っております。 
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 その上で私どもが絞り込んだのが、スライド10の上２つありますけれども、ＮＤＢのサ

ンプリングデータと社会医療診療行為別統計になります。ＮＤＢはナショナルデータベー

スの略で、先ほど申しましたレセプトが2009年以降について厚生労働省に格納されていま

す。2011年以降は、病院・診療所のレセプトとも９割を超えるものが格納されています。

それを厚生労働省は、研究目的として、例えば今回私どもが入手したサンプリングデータ

ですとか、それ以外にも研究者がこのようなニーズでデータを使いたい、こういう調査項

目がほしいというニーズに応じた特別抽出といった申請に応じて提供をされています。私

どもが今回入手しましたのは、サンプリングという既にレディーメードでサンプリングさ

れたものです。その２つに絞り込んで使っております。社会医療診療行為別統計の方は、

調査期間の欄を赤く色付けしていますけれども、遡及可能性ということを考えますと社会

医療診療行為別統計しかありません。また、それとＮＤＢサンプリングデータを使った推

計を今回行っています。 

 スライド番号12、13に、より詳しくそのデータのことを説明しています。まずナショナ

ルデータベース（ＮＤＢ）のサンプリングデータですけれども、これは2011年から2015年

の５か年分について、診療月が１月、４月、７月、10月の４か月の分についてサンプリン

グデータには含まれております。 

 抽出率ですけれども、入院については10％、入院外、つまり主に通院ですけれども、通

院については１％、ＤＰＣというのは、先ほど申しましたとおり、急性期の入院のうちお

おむね包括払いで支払える部分があり、それについては10％の抽出率で抽出されておりま

す。 

 サンプル数は記載してあるとおりで、これは１時点のサンプル数でして、それ掛ける20

時点を入手していますので、約2,000万サンプルを使って今回の推計をしたということにな

ります。 

 これは後の課題のところにも関係してくるのですけれども、この申請については年４回

認められております。１月、４月、７月、10月に認められておりまして、その申請の手法

は、私どもが行ったようなサンプリングデータのほかに特別抽出、このデータをこの期間、

このような切り出しでお願いしたいという申請もあります。ただ、最近このＮＤＢに対す

るニーズも高まっていまして、申請して承認されたとしても、その後の切り出し期間が長

いと研究者の方々から伺っております。 

 スライド番号13にいっていただきまして、社会医療診療行為別統計でございます。これ

は1979年に現在の形に近い形で調査項目が拡充されています。それより前から実施されて

います。各年６月の審査分のみという、１年のうち６月分のみしか取れていないという特

徴があります。 

 あともう一つの留意点としましては、調査対象及び調査方法のところにありますように、

保険者、つまり母集団なのですけれども、最初は国保・協会健保のみだったのですが、1999

年に組合健保、2011年に共済等が追加されるということで、母集団が時期を追って継ぎは

ぎのように追加されていっているということがあります。 

 また、2011年までは全てサンプリングだったのですけれども、2011年以降は、病院につ
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いては６月分について全数集計、2013年以降は診療所分についても全数集計となりまして、

2013年から６月審査分が悉皆となったというデータです。 

 スライド14、15にいっていただきまして、データのカバレッジと申しますか、範囲の比

較をしています。ここでポイントとなりますのは、ⅢとⅣなのですけれども、国民医療費

とＪＳＮＡ。国民医療費というのは、医療費のマクロの数字として皆様は耳にされること

があると思いますのでよく御存じかと思うのですけれども、これは保険診療のみを対象と

した費用を推計したものになります。 

 対しまして、ⅣのＪＳＮＡは、産業連関表がベースですので、それプラス保険診療以外

の部分、保険診療対象外、例えば先進医療ですとか人間ドック、そのようなものも含まれ

ています。 

 スライドを１枚めくっていただきましてスライド16になりますけれども、今回私どもが

推計に用いたＮＤＢのレセプトデータのカバレッジをイメージ図にしたものです。見てい

ただいて分かりますように、右の入院外の部分はほぼ青色で塗っていまして、ほぼカバー

されています。ただ、このうちの一番上の薄い水色の部分について、公費の部分なのです

けれども、全額公費の部分はＮＤＢに含まれていません。例えば生活保護の方等は全額公

費になりますので、それは含まれておりません。かつ、先ほど説明しましたように、１月、

４月、７月、10月の診療月、かつ翌３か月分の審査の分のみになります。あとは、そのサ

ンプリングをしていますので、入院外については１％で抽出されたものになります。 

 左の入院部分についてなのですけれども、公費の薄い水色の部分については入院外と同

じになります。全額公費部分についてはＮＤＢに含まれておりませんので、その部分は入

っていません。あとは、その入院の中で、出来高で支払われる医科入院の部分については、

今回のサンプリングデータで必要な数量、価格とも取れるのですけれども、ＤＰＣ、つま

りおおむね包括部分を主とするその入院の部分につきましては、私どもが必要とする価格

についてはデータとして含まれておりませんので、ここの部分についてはカバーしない形

で今回のＮＤＢの入院というものは推計してあるという点を説明させていただきます。 

 続きまして、スライド17以降ですが、これは名目値の比較をしています。まずは社会医

療診療行為別統計ですけれども、オレンジの線が国民医療費、マクロの数字。青い線が社

会医療診療行為別統計となります。見ていただければ分かりますように、かなりのかい離

があると思われます。かつ、先ほど申しました保険者の追加があった、母集団の追加があ

ったときには、断層と思われるような動きが見てとれます。例えば、1999年ですとか、2011

年、2013年といった年には、断層と思われるような動きが見られます。また、このそもそ

ものかい離には、社会医療診療行為別統計が６月審査分、１か月分のみであるという点と、

あとは抽出による差があるのではないかと思います。 

 続きまして、ＮＤＢの動きについても名目値を確認してみました。スライド18は、国民

医療費とＮＤＢＳ、サンプリングという意味でＳを付けていますけれども、その動きを比

較しています。ただ、これでは分かりにくいので、スライド19で同じ時点を比較していま

す。こちらは公費の部分に若干ずれがございますので、国民医療費の公費を除いたものと

の比較にしています。それでもオレンジ、水色のＮＤＢＳと国民医療費の動きには、若干
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差があるように見受けられます。 

 もう１枚めくっていただきまして、スライド20になります。これは、ｍｅｄｉａｓとい

う国民医療費の月次版のようなものがあるのですけれども、そのデータを使って１月、４

月、７月、10月だけを足したもの同士で比較してみました。そうしますと、入院外の方は

ほぼ同じような動きになりますけれども、入院の方はまだそれでも差があります。これは、

先ほども申しましたように、私どもの今のＮＤＢＳのデータではＤＰＣ部分の推計ができ

ませんので、そのような影響もあるのではないかと考えております。 

 スライド21にいっていただきまして、ＮＤＢＳと国民医療費等とのかい離が名目値で見

られるのですけれども、これは、公費の扱いですとか、１月、４月、７月、10月しかＮＤ

ＢＳは対象としていないですとか、高額レセプトはＮＤＢＳは対象外ですとか、あとは先

ほど申しますように、入院について我々の推計ではＤＰＣ部分は含んでおりませんので、

そのような差があるのではないかと考えております。 

 １枚めくっていただきまして、スライド22は概念的なものですので、このような考え方

があるということで見ていただければと思います。 

 スライド23以降です。これが今回の推計になります。まず、社会医療診療行為別統計を

用いてデフレーターを傷病ごとの分類に基づいて作ってみました。分類数は119分類になり

ます。社会医療診療行為別統計の場合、この119分類しか取れませんので、この分類になり

ます。 

 「ポイント・留意点」のところで見ていただきたいのは、「母集団追加の影響等は顕著に

あらわれず、滑らか」と記載してございます。これは、スライド26をあけていただけると

対比ができます。スライド26の方は何をやっているかと言いますと、先に数量指数を求め

て、名目を数量指数で求めた実質で割ってデフレーターを出したものになります。このオ

レンジの線がデフレーターになるのですが、産出数量法で求めたグレーの線に断層がある

という影響が出ていまして、デフレーターについても断層があるような動きになっていま

す。それに比べますと、先ほどのスライド23になりますけれども、かなり滑らかなものに

はなっています。ただ、入院のところで、例えば1995年と2011年辺りを比較しますと１か

ら1.5というふうになっていますので、かなり大幅に上がっているというような状況が見て

とれます。 

 １枚めくっていただきまして、スライド24以降がＮＤＢＳ、レセプト個票を用いて今回

推計をしたものです。先ほど申しましたように、今回、細分化というのは、例えば、細分

化の粒度によってその影響が違うのかどうかというのを見てみたいということで、ＮＤＢ

Ｓはそれが可能ですので行ってみました。 

 その線グラフの違いが余り見てとれない、ほとんど一緒になっているのですけれども、

一番粒度が細かいのがレセプト疾病分類。これは入院で9,500、入院外で１万1,000分類に

なります。次にその粒度が粗いのがＩＣＤ10分類というものでして、今回の入院では4,100

分類、入院外では4,500分類になっております。一番粗い分類ですと119分類、先ほどの社

会医療診療行為別統計と同じになります。それでデフレーターを作ってみました。余りそ

の分類数による違いは見てとれません。ただ、これを拡大してみますと、例えば入院外の
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方ですと、119分類が一番デフレーターが上がっているですとか、入院の方ですとレセプト

分類とＩＣＤ10分類はほぼ変わらないのですけれども、119分類は、2012、2013は上がって

いるのですけれども、2014、2015は少し横ばいっぽくなっているといった、そのような動

きはあります。 

 スライド25にいっていただきまして、先ほどお示しした社会医療診療行為別統計とＮＤ

ＢＳを用いた推計、あとＪＳＮＡの試算値、これは医療という分類になりますけれども、

それを並べたものです。比較してみますと、ＮＤＢＳと社会医療診療行為別統計では大き

な差は見られないです。強いて言いますと、オレンジ（ＮＤＢＳ）の方が変化幅は低いの

かというふうに思っております。ＪＳＮＡの試算値と比べた場合に、入院外の方ですとそ

んなに大きな差はないのですが、入院外ですと若干の差が見られる。はじめに申しました

ように、今回はＤＰＣ部分を含んでない入院の推計になりますので、そこら辺はＤＰＣを

含んだ推計でまたお示ししたいと思っております。 

 スライド26は、先ほども見ていただきましたとおり、産出数量法、数量指数を用いて推

計したものです。まず実質値を出したものです。このポイントは、先ほども申しましたよ

うに、母集団の追加といったような影響がダイレクトに出ているという結果になります。 

 27につきましては、社会医療診療行為別統計を上段、下段にＮＤＢＳを置いたもの、左

に入院、右に入院外を置いて比較したものです。右上の社会医療診療行為別統計の2013年

に見られるように、産出数量法をベースにしたものですと、母集団の追加の影響が見てと

れると思います。 

 １枚めくっていただきまして、このような推計の動向を見ますと、今後の方向性として

我々が考えておりますのは、国際機関等が整理しておりますように、まずデフレーターを

直接推計する方がふさわしいのではないかと考えております。その上で、1994年から2010

年という社会医療診療行為別統計でしかデフレーターが作れない期間と、2011年から2015

年のＮＤＢＳでもデフレーターが作れる期間について分けて考えますと、スライド28の下

になりますけれども、1994年から2010年については、先ほど申しましたように、デフレー

ターがかなり大幅に上昇している。これは精査する必要があると考えております。ですの

で、今後の課題としては、ＪＳＮＡのデフレーターと社会医療診療行為別統計のデフレー

ターの比較が必要だと思っておりますし、社会医療診療行為別統計デフレーターの精緻化

が可能かどうかも考えたいと思っております。あとは、ＪＳＮＡデフレーターの基礎資料

であるＣＰＩの診療代の作成方法についても、もう少し詳しく把握していきたいと考えて

おります。 

 １枚めくっていただきましてスライド29になりますけれども、2011年から2015年の期間

になります。先ほどの推計結果でも説明しましたように、分類数による大きな差は今の段

階では見られません。ただ、今後の課題としては、先ほど申しましたように、ＮＤＢＳの

うちの私たちが今使えるデータというのは、入院の出来高部分のみですので、ＤＰＣも含

めたデータで推計をしたいと思っております。ただ、そのためには、特別抽出で厚生労働

省に申請させていただくことになるのですけれども、かなり入手まで時間がかかるとは聞

いておりますので、そのようなことも留意しなければいけないと考えております。それま
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での期間、我々ができることとしては、ＮＤＢ以外のデータでＤＰＣレセプト部分を代替

的に何らかの形で、簡易的であったとしても捕捉して比較することができないかと考えて

おります。 

 最後のスライドですけれども、今回推計をしてみまして、いろいろな課題が見えてきた

わけでございます。１つはデータの制約ということ。ＮＤＢについては、公費の部分につ

いて、全額公費分はＮＤＢに入っておりませんので、入手はできない。あと、推計時点に

ついてですけれども、データの適時入手の観点からしますと、ＮＤＢ、社会医療診療行為

別統計においてもそうなのですけれども、ＱＥの推計は困難かと存じますので、年次推計

を対象に今後の研究を進めてまいりたいと考えています。 

 あとは、ＮＤＢデータの扱いなのですけれども、レセプトはそもそも医療費請求のため

のデータでして、一般的な統計と異なって構造が複雑で扱いが困難です。例えば、１つの

エクセル表のようなものを作るにしても、最初はそれをひも付けて復元することが必要で、

かなりデータサイエンスのバックグラウンドをお持ちの方の知見が必要な状況になってい

ます。あとは、そのレセプトの内容につきましてもかなり知見が必要でございまして、そ

の習熟には時間が必要と考えています。 

 あとは、そのビッグデータですので、今は、サンプリングについては20時点でやってい

ますが、特別抽出の入手をするとかなりのボリュームと聞いております。インフラ面の整

備も課題と思っております。 

 その他といたしましては、細分化アプローチによるデフレーターの直接推計がよりふさ

わしく、実質値の直接推計の可能性は低いとは思っています。ただ、細分化アプローチに

よる実質値の直接推計に更に死亡率等を用いた明示的な質を反映する手法についても並行

して研究をしてみたいと考えております。 

 長くなりましたが、以上でございます。 

○西村委員長 ありがとうございます。 

 ただ今の御報告について、何か御質問等はございますか。 

 それでは、時間ですので、取りまとめたいと思います。 

 今回の内閣府の研究は、社会医療診療行為別統計並びにナショナルデータベースに格納

されたレセプトデータを用いて、医療の価格指数を計算したものです。現行のＳＮＡデフ

レーターがＣＰＩの診療代をベースにしたもの、すなわち、診察とか注射とかという診療

行為単位の物価指数となっているのに対して、本研究では、疾病別に１か月・１人当たり

の医療費の物価指数となっています。両者の違いは、医療の技術進歩に伴い、同じ疾病の

治療において、医療資源の投入量の変化を勘案することができるということだと思います。 

 すなわち、今回の内閣府の試算値は、同じ病気を治すのに必要となる医療資源が減少し

ていれば、病気を治すという治療の価格が下落したとしてカウントされることになります。

ただし、病気を治すという治療の成果は全く品質調整できていませんので、治療のアウト

プットの計測はできていないという問題は残っています。しかし、一歩前進した医療の価

格指数であると一定の評価をすることが可能だと思います。すなわち、今回の指数と現行

のＳＮＡデフレーターとのかい離は、非常に大まかに言えば、医療技術の進歩による医療
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資源の節約分を反映していると解釈することも可能であります。 

 もっとも今回内閣府が試算した指数は、入院のうち包括支払方式をとっているＤＰＣ部

分がカバーされておらず、入院と入院外とを包摂した医療全体の物価指数である現行のＳ

ＮＡデフレーターと比較ベースが必ずしも一致しておりません。 

 内閣府は、今回推計対象外としたＤＰＣ部分の入院のデータを追加して、入院と入院外

で別々に計算している今回の試算結果を統合した価格指数を計算して、入院と入院外とを

包摂した指数である現行のＳＮＡデフレーターとの比較ベースを合せることを目指す必要

があるかと思います。ＤＰＣデータは、申請や審査にかなりの時間を要するほか、データ

のハンドリングにも工夫が必要と聞いておりますが、よりカバレッジの広い医療の物価指

数を作成すべく、内閣府はしっかりとプロジェクトに取り組んでほしいと思います。 

 一方で、内閣府においては、ＤＰＣ部分を取り込んだ分析結果を完成するには、相応の

時間を要する可能性あると言っております。今はそのとおりだと思います。そのために、

当面の暫定的な分析として、ＤＰＣ部分の入院の価格指数は、レセプトデータでカバーさ

れる入院の価格指数と同一の動きであると仮定する場合に、同じように入院と入院外を統

合した物価指数を計算して、現行のＳＮＡデフレーターと比較してほしいと思います。イ

ンピュテーションを使って何らかの意味ある結果を、より詳しいデータが出るまでを手を

こまねいて待っている前にお願いしたいということであります。 

 両者の価格指数が一定の裁定関係にあるというやや強い仮定を置いた暫定的な対応に、

こういう形にはなってしまうのですが、医療の技術進歩について何らかの知見を得ること

ができる可能性があります。いずれにせよ、追加分析結果をできるだけ早く報告していた

だくようお願いしたいと思います。 

 それから、品質を一定とした医療の物価指数をはかるためには、大変難しい問題ですが、

治療の成果の方、すなわち医療のアウトプットの計測にも是非取り組んでほしいと思いま

す。治療の成果の向上が医療の品質向上の大きな部分を占めている以上、医療のアウトプ

ットの計測の問題は非常に重要です。引き続き内閣府におかれましては、医療関係の専門

家の意見を聞きながら、この点が重要ですので、医療関係の専門家の意見を聞きながら研

究にしっかり取り組んで結果を出していただきたいと思います。 

 本日用意いたしました議題は以上です。 

 次回の委員会の日程について、事務局から連絡をお願いいたします。 

○櫻川総務省統計委員会担当室長 次回の委員会については調整中です。日時・場所につ

きましては、別途御連絡いたします。 

○西村委員長 以上をもちまして、第137回統計委員会を終了いたします。 


